
富山県健康増進計画
（第２次）

― いつまでも、みんな元気「健康先進県」をめざして ―

富
山
県
健
康
増
進
計
画（
第
2
次
）

平
成
25
年
4
月



目　　　　次

第１編　総　　　論

　第１章　計画の基本的な考え方
　　　１　計画策定の趣旨 ･･･････････････････････････････････････････････････　２
　　　　（１）背景
　　　　（２）富山県健康増進計画（～平成24年度）の成果と課題
　　　２　計画において目指すもの ･･･････････････････････････････････････････　４
　　　　（１）計画の理念
　　　　（２）計画の目標
　　　　（３）取組み方策
　　　３　計画の位置づけ ･･･････････････････････････････････････････････････　７
　　　４　計画期間 ･････････････････････････････････････････････････････････　７

　第２章　県民を取り巻く健康に関する現状と課題

　　　１　人口構造の現状 ･････････････････････････････････････････････････････8
　　　２　健康寿命と平均寿命 ･････････････････････････････････････････････････9
　　　３　死亡の状況 ････････････････････････････････････････････････････････11
　　　４　健康に関する意識（健康づくり県民意識調査）･･････････････････････････13
　　　　（１）自分の健康状態
　　　　（２）健康のとらえ方
　　　　（３）今後の健康に対する意識　　
　　　　（４）日常生活で心がけていること
　　　　（５）生活習慣を改めるためにやりはじめたこと
　　　　（６）生活習慣を改めることになったきっかけ



第２編　健康づくりの推進

　第１章　望ましい生活習慣の確立の推進
　　　１　栄養・食生活 ･･････････････････････････････････････････････････････16
　　　２　身体活動・運動 ････････････････････････････････････････････････････20
　　　３　休養 ･･････････････････････････････････････････････････････････････24
　　　４　たばこ・アルコール ･････････････････････････････････････････････････28
　　　５　歯・口腔の健康 ････････････････････････････････････････････････････32

　第２章　生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底
　　　　　（NCD（非感染性疾患）の予防）
　　　１　がん ･･････････････････････････････････････････････････････････････38
　　　２　循環器疾患（脳卒中・心疾患）･･･････････････････････････････････････42
　　　３　糖尿病 ････････････････････････････････････････････････････････････46
　　　４　慢性閉塞性肺疾患（COPD）･･････････････････････････････････････････50

　第３章　社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上
　　　１　こころの健康 ･･････････････････････････････････････････････････････54
　　　２　次世代の健康 ･･････････････････････････････････････････････････････58
　　　３　高齢者の健康 ･･････････････････････････････････････････････････････62

　第４章　健康を支える環境づくりの推進
　　　１　健康なまちづくりの推進 ･･･････････････････････････････････････････68
　　　２　富山の資源を活かした健康づくりの推進 ･･････････････････････････････71

第３編　健康づくり推進体制の整備

　第１章　計画の推進・評価 ･･･････････････････････････････････････････････････72
　第２章　計画の推進における役割分担 ････････････････････････････････････････74

第４編　県民行動指針「アクションプランとやま」･･･････････････････････76

付属資料

　　　１　計画の策定経緯 ････････････････････････････････････････････････････82
　　　２　富山県健康づくり県民会議 ･･････････････････････････････････････････82
　　　３　富山県健康づくり県民会議専門委員会 ････････････････････････････････85



※1. 計画中の目標値、表、グラフ等で掲載している年号（H ○○等）は、注釈のあるものを除き、平成○○年です。
　2. 目標値における「目標」は、注釈のあるものを除き、平成34年度の目標です。

1



１　計画策定の趣旨

（１）背　景
　20世紀後半、日本では、生活環境の改善や医学の進歩によって、感染症が激減する一方で、がん

や循環器疾患などの生活習慣病が増加しました。また、死亡要因として、喫煙・高血圧、運動不足や

高血糖、塩分の高摂取などが取り上げられる一方、「禁煙」、「節酒」、「減塩」、「運動」、「適正体重」

の５つの健康習慣を実践することにより、がんのリスクが低下するなど、生活習慣病の発症の抑制に

つながることがわかってきました。

　こうした中、国において「国民健康づくり対策」が数次にわたって展開され、富山県においても「県

民ヘルスプラン（昭和62年）」「新県民ヘルスプラン（平成13年）」「富山県健康増進計画（平成20年）」

を策定し、県民総ぐるみで健康づくりに取り組んできました。

　今後、出生率の低下に伴う急速な高齢化の進展により、医療や介護に係る負担が一層大きくなると

ともに、近年の社会経済状況の変化による、職業、経済力、世帯構成等による生活習慣や健康状態の

差が深刻化することが危惧されています。

　このため、生活習慣病を予防するとともに、性別や年齢を問わず、すべての人が「生きがいを持っ

て自らの健康づくりに取り組むことができる社会環境」を構築する視点が重要となっています。

　国においては、こうしたことを踏まえ、平成25年度から始まる新たな国民健康づくり運動プラン「健

康日本21（第２次）」を策定し、国民の健康づくりを進めることとしています。本県においても、こ

の国の計画を踏まえつつ、総合的・体系的な健康づくりを推進するため、富山県健康増進計画（第２次）

を策定することとしました。

計画の基本的な考え方

参考　《国の健康日本21（第2次）》

　国は、平成24年7月に「健康日本21（第2次）」を告示し、「すべての国民が共に支えあい、

健康で幸せに暮らせる社会」を目指し、下記の5つを基本的な方向として推進することと

しました。

①　健康寿命の延伸と健康格差の縮小

②　生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底（NCD の予防）

③　社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上

④　健康を支え、守るための社会環境の整備

⑤　栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活

習慣及び社会環境の改善
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（２）富山県健康増進計画（～平成24年度）の成果と課題
　富山県健康増進計画（～平成24年度）では、「健康寿命の延伸」を基本目標とし、その実現に向けて、

メタボリックシンドロームに着目した健康づくりと、５つの生活習慣（栄養・食生活、身体活動・運動、

休養・こころ、たばこ、アルコール）に関する「県民全体の目標（重点目標）」を設定し、健康づく

りを推進してきました。

　その結果、健康寿命は、男性が若干の延びを示し、女性は概ね横ばいとなっています。また、がん、

脳血管疾患、虚血性心疾患、糖尿病の年齢調整死亡率は、年々緩やかに減少しましたが、高血圧や糖

尿病、脂質異常症の通院者数は増加しているほか、食生活や身体活動・運動などの生活習慣は、年齢

や性別によってはなかなか改善が進まないなどの課題もあります。

　今後は、さらに、高齢者の健康づくりや次世代の健康づくりをはじめ、本県の健康特性を踏まえ、

ライフステージに応じた健康づくりなど、きめ細やかな健康づくり対策の推進が必要となっています。

■計画の評価（主なもの）

＜基本目標＞　健康寿命の延伸

＜個別目標＞

（富山県健康課試算）

【健康寿命】
単に平均寿命の延びを重視
するだけでなく、介護を必
要としない状態で生活でき
る期間

男性

女性

H13

76.06

80.70

H16

76.17

80.18

H21

76.67

80.62

項　目 目　　　標 H12 目標値 現状値（H22）

（1）メタボリック
シンドロームに着目
した健康づくり

メタボリックシンドロームの
該当者・予備群の減少
（40～74歳）

量・質ともにきちんとした食事をする人の増加

未成年者（高校3年生）の喫煙をなくす

未成年者（高校3年生）の飲酒をなくす

成人の喫煙者の減少

成人の多量飲酒者の減少

運動習慣者の増加

ストレス対処法実践者の増加

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

成人

成人

女性
（2） 

生
活
習
慣
の
改
善
の
推
進

栄養・食生活

身体活動・運動

休養・こころの健康

たばこ

アルコール

50.5％（H18）

24.1％（H18）

55.2％

22.4％

17.5％

69.4％

29.5％

11.9％

54.4％

10.0％

44.8％

38.5％

6.4％

1.5％

45.4％

21.7％

70％以上

30％以上

25％以上

75％

0％

0％

40％以下

10％以下

0％

0％

5.1％以下

1.2％以下

54.7％

16.1％

63.7％

36.5％

23.6％

44.7％（H24）

3.8％（H23）

1.7％（H23）

33.4％

10.5％

15.0％（H23）

12.6％（H23）

7.0％

0.2％

性別
年
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２　計画において目指すもの

（１）計画の理念
　本県は、平成24年４月に策定した総合計画「新・元気とやま創造計画」において、重点戦略の一

つに「いつまでも、みんな元気『健康先進県』戦略」を掲げ、高齢化が一層進展し、県民の健康や医

療等に対する関心が高まる中で、本県の優れた基盤を活かしながら、県民がいつまでも健康で元気に

暮らすことのできる社会づくりに積極的に取り組み、「健康先進県」の実現を目指すこととしています。

　この目標の実現に向け、本計画では、少子高齢化や疾病構造の変化が進む中で、生活習慣及び社会

環境の改善を通じて、子どもから高齢者まで全ての県民が共に支え合いながら希望や生きがいをもち、

ライフステージに応じて、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会の実現を目指し、県民の健康の

増進の総合的な推進を図るための基本的な事項を示します。

（２）計画の目標
基本目標 　　健康寿命の延伸

・単に平均寿命の延びを重視するだけでなく、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活

できる期間（健康寿命）の延伸を目指します。

・平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加を目指します。

基本的な方向
①望ましい生活習慣の確立の推進

　県民の健康増進を形成する基本要素となる栄養・食生活、身体活動・運動、休養、喫煙、飲酒及び歯・

口腔の健康に関する生活習慣の改善を推進します。

②生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底（NCD（非感染性疾患）の予防）

　がん、循環器疾患（脳血管疾患、心疾患）、糖尿病及び慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）に対処するため、

食生活の改善や運動習慣の定着等による一次予防を推進するとともに、合併症等の重症化予防に重

点をおいた対策を徹底します。

③ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上

　県民が自立した日常生活を営むことを目指し、乳幼児期から高齢期までのライフステージに応じ

た心身機能の維持・向上を図る対策に取り組みます。

④ 健康を支える環境づくりの推進

　家庭、地域、学校、職場など、社会全体が相互に支え合いながら、県民の健康を守る環境づくり

を進めます。

※健康寿命は、これまで富山県が独自に算定（Ｐ9参照）してきたが、国（健康日本21（第２次））において、
男性70.63年、女性74.36年と示された。（Ｐ10参照）
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計画（第2次）の目標体系

基本目標：健康寿命の延伸

生活習慣病の発症予防と
重症化予防（NCD対策）

社会生活を営むために
必要な機能の維持及び向上

健康づくりの推進（望ましい生活習慣の確立を推進）

・ 単に平均寿命の延びを重視するだけでなく、健康上の問題で日常
生活が制限されることなく生活できる期間（健康寿命）を延伸

・ 平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加

がん

栄養・食生活 身体活動・運動

たばこ・アルコール 歯・口腔の健康

休養

・こころの健康
・次世代の健康
・高齢者の健康

COPD循環器疾患
（脳血管疾患・心疾患）

高血圧 糖尿病 脂質異常症

健康を支える環境づくりの推進

（参考）NCD（非感染性疾患）について

・がん、循環器疾患、糖尿病及び COPD は、我が国では生活習慣病の一つとして位置付け

られています。一方、国際的には、これらを重要な NCD として捉え、予防及び管理のた

めの包括的な対策を講じることが重視されています。

・NCD は世界的にも死因の約60％を占め（平成20年）、今後10年間でさらに77％にま

で増加するとの予測もあり、今後、WHO において世界的な目標を設定し、世界全体で

NCD 予防の達成を図っていくこととされています。

・こうした国際的な背景や、これを踏まえた国の「健康日本21（第2次）」に基づき、本計画

では、主要な生活習慣病を NCD 対策として捉え、取り組むべき対策を示します。
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（３）取組み方策　

　本計画では、県民一人ひとりの健康づくりの取組みを基本とし、その取組みを行政をはじめ、家庭、

地域、学校、職域、団体等が一体となって支援できるよう、健康増進に関する各関連機関の役割、連携・

協力などの方向性や内容を示します。

　各種の取組みを効果的に行うため、「富山県健康づくり県民会議」を中心として、健康増進に関す

る関係機関、関係団体等との連携を推進するとともに、計画に記載する指標や対策の評価を定期的に

行います。

県民の健康づくり
（家庭・地域・学校・職域）

・市町村健康づくり協議会
・市町村保健センター等

・医師会、歯科医師会、薬剤師会
・看護協会、栄養士会等
・体育協会、レクリエーション協会等

・厚生センター・保健所
・心の健康センター等

健康関連施設
・国際健康プラザ
・健康増進施設

・医療保険者
・事業主

保育所
幼稚園
学校等

マスメディア
企業

医療機関

ボランティア・
地域における各種団体
・ヘルスボランティア、
　食生活改善推進員、
　母子保健推進員、
　がん対策推進員等
・自治会、婦人会、母親クラブ、
　老人クラブ、青年団等

・健康情報の提供
・健康を支援する環境整備
・相談窓口の充実

・健康教室の開催
・健康診断の充実

支援・協力

連携・協力

富山県健康づくり
県民会議

市町村

健康関連団体

県

職場
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３　計画の位置づけ

（１）「新・元気とやま創造計画」の健康づくりに関する基本計画として策定します。

（２）健康増進法第8条第1項の規定に基づく都道府県健康増進計画とします。

（３）「富山県医療費適正化計画」「新富山県医療計画」「富山県高齢者保健福祉計画」及び「富山県

がん対策推進計画」等との調和を図ります。

４　計画期間

　本計画は、平成25年度を初年度とし、10か年の計画として策定し、終期を平成34年度とします。

なお、5年目を目途に中間評価を行うとともに最終年度に再度評価を行い、その評価を平成35年度以

降の新計画に反映させます。

（参考）《健康づくりの推進のしくみ》

　健康づくりの推進には、自分の健康は自分で守ることを基本とした「県民一人ひとりの健

康づくり」、個人の自助努力に加えて、個人を取り巻く家庭、学校、職場、地域などが個人

と一体になって健康づくりを実践できるような「個人を支える地域の健康づくり」、県民が

健康や健康づくりに関心を持ち、望ましい生活習慣を実践できる、あるいは、県民が健康づ

くりを意識しなくても健康の保持・増進につながるような「健康を支援する環境づくり（社

会環境の整備）」が必要です。

社会全体で個人の取組みを支援

個人の健康観

県民の主体的な取組み

健康を支援する環境づくり

個人を支える地域の環境づくり

県民一人ひとりの健康づくり
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１　人口構造の現状

　本県では全国平均より早いスピードで高齢化が進行しており、平成22年の65歳以上の人口割合（高

齢化率）は26.2％（全国23.0％）となっています。また、国の人口推計によれば、本県の高齢者の

数は平成32年には32.8％とピークを迎え、およそ15年後には3人に1人を超えると見込まれていま

す。

県民を取り巻く健康に関する現状と課題
第 2 章

852852

20.220.2

23.223.2
26.226.2

23.023.0

30.630.6

26.926.9

32.832.8

29.229.2

33.833.8

30.530.5

34.634.6

31.831.8

36.036.0

33.733.7
132132

127127
147147

162162
178178

206206 209209
200200

138138
162162

156156
124124

113113
117117

804804
734734 684684 646646 607607 563563

高齢化率（全国）高齢化率（富山県）75歳以上65～74歳0～64歳

2005
（H17）

2010
（H22）

2015
（H27）

2020
（H32）

2025
（H37）

2030
（H42）

2035
（H47）（年）

人
口（
千
人
）

高
齢
化
率（
％
）

0

200

400

600

800

1,000

1,200

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

図１　富山県の人口と高齢化率の将来推計

出典：2010年以前は、国勢調査、富山県人口移動調査（県統計調査課）

 2015年以降は、「日本の都道府県別将来推計人口（平成19年5月）」

　　 （国立社会保障・人口問題研究所）
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２　健康寿命と平均寿命

　本県では、平成13年以降、独自に健康寿命を試算してきました。男性はわずかながら延びがみられ、

女性は概ね横ばいとなっています。

　平均寿命は年々延伸してきており、男性、女性とも全国平均を上回っています。

図２　富山県の健康寿命の年次推移

74

75

76

77

78

79

80

81

82

H21H20H19H18H17H16H15H14H13
76.6776.6176.4976.3076.2176.1776.0476.0776.06

80.6280.4880.4680.2080.0780.1880.0780.3680.70女性

男性

出典：富山県健康課による独自試算※

※切明義孝氏作成による「介護保険制度を利用した健康寿命計算マニュアル」により非

自立期間を要支援以上と規定して試算したもの

（年）

86.7586.3285.2483.8682.3580.8078.9376.56

図３　平均寿命の年次推移

出典：都道府県別生命表（厚生労働省）

（年）

71

73

75

77

79

81

83

85

87

全国 女性

富山県 女性

全国 男性
H22H17H12H7H2S60S55S50
79.5978.7977.7176.7076.0474.9573.5771.79
86.3585.7584.6283.2282.0780.7579.0077.01

79.7179.0778.0377.1676.1474.8173.2771.11富山県 男性
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　なお、健康寿命の算定について、国は、「健康日本21（第２次）」において、「日常生活に制限のな

い期間の平均」を主指標に、「自分が健康であると自覚している期間の平均」を副指標にした方法を

公表しました。

　これによると、本県では、「日常生活に制限のない期間の平均」は、平成22年の値が、男性は

70.63年（全国70.42年）、女性は74.36年（73.62年）と全国平均を上回り、「自分が健康である

と自覚している期間の平均」は、男性は69.42年（全国69.90年）、女性は73.72年（全国73.32年）

となっています。

　本県では、今後、国で定義された健康寿命の指標を健康づくりの基本目標（指標）として活用して

いくこととします。

参考《健康寿命の指標》

（１）日常生活に制限のない期間の平均（主指標）　

　国民生活基礎調査と生命表を基礎情報とし、サリバン法（※）を用いて算定するもの。

国民生活基礎調査における質問の「あなたは現在健康上の問題で日常生活に何か影響が

ありますか」に対する「ない」の回答を日常生活に制限なしと定め、その割合を用いて

算定します。

（２）自分が健康であると自覚している期間の平均（副指標）

　国民生活基礎調査と生命表を基礎情報とし、サリバン法を用いて算定するもの。国民

生活基礎調査における質問の「あなたの現在の健康状態はいかがですか」に対する「よい」、

「まあよい」または ｢ふつう｣ の回答を自分で健康であると自覚していると定め、その割

合を用いて算定します。

（※）サリバン法とは、生命表の定常人口に、各年齢階級の要介護者率をかけて算出される平均余命を、
平均自立期間として算出する方法のこと。

図4　健康寿命「日常生活に制限のない期間の平均」及び
 （参考）「自分が健康であると自覚している期間の平均」（平成22年）

出典：厚生労働科学研究費補助金「健康寿命における将来予測と生活習慣病
　　  対策の費用対効果に関する研究」

65

67

69

71

73

75

女性男性女性男性

富山県
全国

日常生活に制限のない期間の平均 自分が健康であると自覚している期間の平均

70.6370.63

74.3674.36
73.6273.62

69.4269.42
69.969.9

73.7273.72
73.3273.32

70.4270.42

（年）
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３　死亡の状況

　平成23年のがん、心疾患、脳血管疾患などの生活習慣病による死亡割合は約６割を占めています。

全国と比べると、がんや心疾患による死亡割合は若干低い一方で、脳血管疾患や糖尿病の割合が若干

高くなっています。

　主要死因別の粗死亡率をみると、がんは昭和54年に死因の第１位となり、その後も一貫して増加

傾向にあります。心疾患は平成17年から国と同様死因の第２位となり近年は横ばいとなっています。

また、脳血管疾患については、近年は横ばいとなっており死因の第３位ですが、国全体では平成23

年に肺炎にかわり死因の第４位（図6）となりました。

その他 24.8%その他 24.8%

自殺 2.2%自殺 2.2%

不慮の事故 4.3%不慮の事故 4.3%

老衰 4.4%老衰 4.4% 肺炎
10.8%
肺炎
10.8%

脳血管
疾患
11.2%

脳血管
疾患
11.2%

心疾患 14.6%心疾患 14.6%

がん 27.8%がん 27.8%

図５　富山県の死因別死亡割合 図６　全国の死因別死亡割合

その他 24.9％その他 24.9％

自殺 2.3%自殺 2.3%

不慮の事故 4.7％不慮の事故 4.7％

老衰 4.2％老衰 4.2％

脳血管疾患
9.9％

脳血管疾患
9.9％

肺炎
10.0％
肺炎
10.0％

心疾患 15.6％心疾患 15.6％

がん 28.5％がん 28.5％

出典：平成23年人口動態統計（厚生労働省）

0
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300

350

肺炎

脳血管疾患

心疾患

がん

22（年）

（人口10万対）

17127H26055504540S35

図7　富山県の主要死因別粗死亡率の年次推移（人口10万対）

出典：保健統計年報（富山県）
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　また、主要な生活習慣病の年齢調整死亡率（※）の推移をみると、がん、脳血管疾患、虚血性心疾患、

糖尿病とも全国同様に減少傾向にあります。男性の糖尿病については、全国値より若干高い状況で推

移しています。

（※）年齢調整死亡率 ･･･ 人口の異なる集団を比較する場合、これらの集団における人口の年齢構成の差
異を考慮し、ある人口（昭和60年の全国性別人口）をもとに調整した死亡率（人口10万人あたり
の死亡数）をいいます。

女性（県）女性（全国）男性（県）男性（全国）
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4.3

7.3

3.9

3.6
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3.3
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47.2

29.9

45.0

36.0

21.7

16.3

42.2

33.2

18.6

13.6

28.5

10.6

がん（人）

（人）

脳血管疾患（人）

（人）（人）虚血性心疾患 糖尿病
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12
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（年）

（年）H17H12H7

図８　主な死因別年齢調整死亡率の推移

出典：人口動態統計特殊報告（厚生労働省）
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４　健康に関する意識（健康づくり県民意識調査（平成22年））

（１）自分の健康状態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　現在の自分の健康状態について、「健康である」「どちらかといえば健康である」と答えた人は合わ

せて76.7%、「健康でない」「どちらかといえば健康でない」と答えた人は合わせて16.2% となって

います。平成12年に行った調査結果よりも「健康である」「どちらかといえば健康である」を合わせ

た人の割合は増加しています。

（２）健康のとらえ方（複数回答）
　「病気や障害がない」が76.5%、次いで「気持ちがいきいきしている」が64.1% と、いずれも平

成12年に行った調査結果よりも高くなっています。

0 20 40 60 80 100（％）

0.4

無回答健康でないどちらかといえば健康でない

わからないどちらかといえば健康である健康である

H12

H22

（年）

23.023.0

23.223.2

53.753.7

48.348.3

7.07.0

13.013.0

12.612.6

12.412.4

3.63.6

2.72.7

図９　自分の健康状態
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図10　健康のとらえ方（複数回答）
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（３）今後の健康に対する意識　　　　　　　　　　　

　今後の健康に対する意識については、「今の健康状態を保ちたい」が55.8% と最も多く、次いで「今

よりも健康状態をよくしたい」が31.5% となっています。平成12年よりも「今の健康状態を保ちたい」

とする人が増加し、「積極的に考えたことがない」とする人は減少しています。

（４）日常生活で心がけていること（複数回答）
　健康の維持・増進のために日頃から心がけていることは、「睡眠や休養をとる」が54.1% と最も多

く、次いで「規則正しい生活」47.5%、「食事に気をつける」39.7%、「定期的に健康診断を受ける」

35.9%、「運動やスポーツをする」28.9% の順となっています。平成12年と比べて、「睡眠や休養を

とる」が8.5% の増加となったほか、「定期的な健康診断」、「運動やスポーツをする」、「たばこを控え

ている」が増加しています。
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図12　日常生活で心がけていること （複数回答）
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（５）生活習慣を改めるためにやり始めたこと
　生活習慣を改めるために、

やり始めたことがあるかどう

かについては、「やり始めたこ

とがあり、現在も続けている」

と答えた人は、男女とも30%

を超えています。

（６）生活習慣を改めることになったきっかけ（ひとつだけ選択）
　生活習慣を改めたきっかけは、「健康診断の結果を見て」と答えた人が24.8% と最も多く、次いで

「家族・友人・知人の勧め」が24.5% となっています。

　男女別にみると、男性では「健康診断の結果をみて」（28.3%）、「家族・友人・知人からの勧め」

（21.4%）、「医師等からの勧め」（20.0%）が多く、女性では「家族・友人・知人からの勧め」（27.7%）、

「健康診断の結果を見て」（21.3%）が多くなっています。

　年代別にみると、40～50歳代で「健康診断の結果を見て」の割合が多くなっています。

図13　生活習慣を改めるために、やり始めたこと
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（％）

女性

男性 34.934.9 25.025.0 39.939.9 0.20.2
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その他

図14　性・年齢区分別にみた生活習慣を改めることになったきっかけ
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１　栄養・食生活

　栄養・食生活は、生命の維持、子どもたちの健やかな成長をはじめ人々が健康でいきいきとした日々

を過ごすために欠くことのできないものです。人は、食物を摂取し、そのエネルギーや栄養成分を活

用することにより活動のエネルギーを保っており、エネルギーや栄養素は不足しても過剰となっても

健康に影響を与えます。

　また、食生活は社会的、文化的な営みであり、食事をとることにより、おいしさや楽しさなど精神

的な満足感が得られるなど、生活の質（ＱＯＬ）と深く関わっています。

○現状と課題
　・減塩は血圧を低下させ、心疾患や脳卒中など循環器疾患を減少させるとされています。また、食

塩・高塩分の食品を摂取することは、胃がんのリスクを高めることが知られています。

　・食塩摂取量は改善傾向にあるものの、目標値（男性9.0g、女性7.5g）には達せず、この数年は

横ばいとなっています。

　・野菜は、ビタミンやミネラル、食物繊維などの摂取に欠かせない重要なものです。また、循環器

疾患や２型糖尿病の第１次予防に効果があるとされるほか、がん予防においても不足しないこと

が推奨されています。

　・１日の野菜摂取量は、全年代で目標の350ｇに達しておらず、特に若い世代で不足しています。

また、肉類摂取量が増加する一方、魚介類摂取量は減少しています。

　・肥満はがん、循環器疾患、糖尿病等の生活習慣病との関連がある等、ライフステージを通して適

正体重を維持することは健康にとって重要です。

　・平成22年の40～74歳の肥満者の割合は、男性は60.2％、女性は22.0％であり、男性の肥満

が改善されていません（平成18年：男性57.8％、女性33.3％）。

　・家族等で楽しく食事することの必要性が再認識されている中、適切な量と質の食事をとる人 ( ※ )

の割合は、63.7％（平成22年）と改善傾向（平成16年：48.0％）ですが、生活習慣病予防の

観点から、さらに取り組む必要があります。
　　　（※）適切な量と質の食事をとる人とは、１日最低１食、量・質ともにバランスの取れた食事を家族２人以上で楽しく、

　　 30分以上かけてとる人のこと。

■食塩摂取量の推移（２０歳以上１日当たり）

7
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14.0

11.7 11.5 12.0 12.3
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13.2
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12.3 12.2
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9
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17
（g）

男性
女性

目標：男性9.0g

目標：女性7.5g

出典：県民健康栄養調査（富山県）

望ましい生活習慣の確立の推進
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○取組みの基本方向
　・個人の身体、生活状況に応じた適正量のエネルギーを摂取し、多様な食品を組み合わせ、ごはん

などの穀類をしっかりとり、塩分や脂肪を控え目にする、野菜を多く摂るなどの食生活の改善を

目指します。

　・食卓を家族の団らんや交流の場にし、こころのふれあう楽しい食生活を目指します。

　・給食施設や外食産業等と連携した、働く世代を中心とした食環境の改善を促進します。

○主な施策
　・栄養士、食生活改善推進員（※1）、健康づくりボランティアや企業等が実施する、減塩など食生活

改善活動等への支援や連携の推進

　・国の「食事バランスガイド（※2）」の活用や富山の食に着目した「富山型食生活 ( ◆ )」の普及など、

食育と連動した健康づくりの推進

　・保育所、幼稚園、学校等と連携した、子どもたちやその保護者への望ましい食生活の普及

　・特定給食施設等関係者や食品産業関係者との連携による、外食料理・加工食品栄養成分表示の普

及促進

　・栄養成分表示、元気メニューの提供、禁煙等の取組みを進める「健康づくり協力店 ( ※3)」の登録

の推進及び普及

（※1）食生活改善推進員とは、地域において栄養・食生活に関する知識や技術の普及啓発を行うボランティア
（※2）食事バランスガイドとは、１日に「何を」「どれだけ」食べたらよいか、一目でわかる食事の目安を示したもの
　　    （P36参照）

（※3）　健康づくり協力店とは、飲食店等において「栄養成分表示」「元気メニュー（野菜が多い、塩分控えめなど）の提供」  
　「禁煙・分煙の推進」のいずれかに取組んでおり、県（富山市含む。）において登録している店舗

■野菜摂取量（２０歳以上１日当たり）

■肉類及び魚介類摂取量（１歳以上１日当たり）

肉類 魚介類
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目標：350g

出典：国民健康・栄養調査（厚生労働省）、県民健康栄養調査（富山県）

出典：平成22年県民健康栄養調査（富山県）
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○県民等に期待する主な役割
★県民

　・家族の団らんや人とのふれあいを意識した食事と基本的な食習慣の実践

　・食に興味を持ち、個人にあった食事・栄養の知識の習得

　・栄養成分表示などを参考とした外食や食品を選ぶ習慣の実践

★保育所・幼稚園・学校

　・子どもたちの発達段階に応じた食生活に関する指導の推進

　・家庭や地域と連携し、保護者への食に関する教育の実施や適切な食生活についての普及啓発

　・地場産食材を活かした給食づくりの推進

★医療保険者・事業主

　・ 健診後の保健指導や健康相談時における栄養相談の充実

★健康づくり関連団体、民間企業等

　・栄養士会など栄養・食生活の関係団体による、ライフステージの特徴に応じた栄養・食生活の実

践の支援、適正な栄養・食生活に関する知識の普及啓発

　・食生活改善推進連絡協議会による、地域に根ざした食生活の改善の推進

　・特定給食施設等関係者による、栄養成分表示やヘルシーメニューを提供するなど、栄養に関する

情報提供や給食を通じた望ましい食生活の普及啓発

　・食品産業関係者による、減塩や低脂肪料理、野菜の多い料理等の提供や、エネルギー、栄養素等

の情報提示

★市町村

　・健康や栄養に関する学習や活動を進める自主グループの活動の支援

　・各ライフステージの特徴や課題に応じた栄養指導や健康教育・健康相談等の推進

　・保育所、幼稚園、学校、地域、職域等と連携した、望ましい栄養・食生活の推進

三世代ふれあいクッキングセミナー

サプリメント（栄養補助食品）について

　サプリメントを直訳すると「追加、補充」
という意味になります。
　言葉のとおり、あくまで「足りない栄養素
を補う食品」なので、まずは基本となる食事
をしっかりとることが大切です。
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指標名 現状値（県） （参考：全国） 目　標 目標の考え方

食塩摂取量の減少
（成人の1日あたりの
平均摂取量）

男性12.2ｇ
女性10.5ｇ
（Ｈ22）

11.4ｇ
 9.8ｇ

（Ｈ22）

男性 9.0ｇ
女性 7.5ｇ

健康日本21の目標を踏
まえ、男女別に目標値
を設定

野菜摂取量の増加
（成人の野菜摂取量の
平均値）

294.9ｇ
（Ｈ22）

282ｇ
（Ｈ22） 350ｇ 健康日本21と同じ目標

20～60歳代男性の
肥満者の割合の減少

32.6％
（Ｈ22）

31.2％
（Ｈ22） 25％ 健康日本21の目標の減

少率等を考慮して設定

20～30歳代女性の
やせの割合の減少

18.4％
（Ｈ22） ― 15％

国の目標20% を下回っ
ており引続き減少を目
指す。

質・量ともにきちんと
した食事をする人の割
合（成人）の増加

63.7％
（Ｈ22）

68.1％
（Ｈ23）

70％
（Ｈ33）

現況よりも５ポイント
上を目指す。

健康づくり協力店登録
数の増加

306店舗
（Ｈ23） ― 370店舗

（Ｈ28） 毎年増加を目指す。

利用者に応じた食事の
計画、調理及び栄養の
評価、改善を実施して
いる特定給食施設の
割合の増加

63.7％※

（Ｈ22）
70.5％※

（Ｈ22）
74％※

健康日本21の目標の増
加率等を考慮して設定

＜参考値＞

栄養成分表示を参考に
する人（成人男性）

28.9％
（Ｈ22） ―

○目標値

（◆）　　　　　　　  みんなで実践！富山型食生活！

　富山県の美味しい米、新鮮な魚介、野菜など
の旬の地場産食材や、地域に伝わる伝統的な食
文化を活かした栄養バランスの良い食生活を富
山型食生活とよんでいます。

　食育を推進する観点から、県民が「１日１回
はご飯を食べる」、「野菜料理を１日小鉢５皿程
度とる」、「魚介類を１日に１回食べる」ことな
どを目指しています。

と　　富山米と

や　　野菜、魚を中心に

ま　　まんべんなく食べよう　　富山型食生活

富山型食生活モデルメニュー

※（参考値）管理栄養士・栄養士を配置している
施設の割合。
　今後、国において評価基準等を整備
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２　身体活動・運動

　近年のライフスタイルの変化などに伴い、県民生活全般において身体を動かす機会が減ってきてお

り、身体活動・運動（※1）の不足は喫煙、高血圧に次いで NCD（非感染性疾患）による死亡の３番目

の危険因子であるともいわれています。また最近では、身体活動・運動量の減少は、高齢者の認知機

能や運動機能などの社会生活機能の低下と関係することも明らかとなってきました。

　これらの身体活動・運動の意義と重要性が広く認知され実践されることは、超高齢社会における健

康寿命の延伸にも有用であると考えられます。

○現状と課題
　・ 健康増進や体力向上など、余暇活動に運動することで、個別の健康問題を効率的に改善できます。

近年、運動習慣者（※2）の割合は、全体としては増加傾向となってきました。

　・しかしながら、年代別では、男性では40歳代、女性では30歳代と、働き盛りの世代の運動習慣

者の割合が低くなっています。

　・歩くことは、体力の向上やストレス解消など様々な効用があるといわれてますが、1日の歩行数

は、男女とも減少しています。本県では、１世帯当たり自家用車保有台数が高く（1.71台【全

国2位（H22）】）、日頃から車に乗る機会が多く、歩く機会が少ないことが想定されます。

（※1）「身体活動」とは、安静にしている状態よりも多くのエネルギーを消費する全ての動きを、「運動」とは、身体活
動のうち、スポーツやフィットネスなどの健康・体力の維持・増進を目的として計画的・意図的に行われるもの
を指す。

（※2）運動習慣者とは、１回30分以上の運動を週２回以上実施し、１年以上継持する者

■運動習慣者の割合の推移（２０歳以上）

0
H8 H12 H16 H22（年）
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20

30

40
（％）

出典：国民健康・栄養調査（厚生労働省）
　　　県民健康栄養調査（富山県）
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○取組みの基本方向
　・身体活動や運動についての意識を高めることにより、日常生活における身体活動量の増加を目指

します。

　・運動、スポーツ、余暇活動など日常生活における運動の習慣化を目指します。

　・誰もが気軽にスポーツに親しむことができる環境づくりを推進します。

○主な施策
　・富山県民歩こう運動推進大会やとやまウォーキングカップ等の展開による運動の機会づくりの推

進

　・健康増進普及月間（※）を中心とした、県民一人ひとりが日常生活の中で身体を動かす意識が高ま

るような啓発活動の推進

　・各種健康スポーツ大会や健康増進施設が実施する事業などに関する情報提供の充実

　・市町村等と連携した特定健康診査・特定保健指導の計画的な実施による個々人の身体活動・運動

習慣の改善

　・公認スポーツ指導者、健康運動指導士、健康運動実践指導者等の取組みへの支援

　・ウォーキングコースの選定をはじめ歩道や自転車道、公園の整備など日常生活において手軽に身

体活動や運動を実践できるような環境づくりの推進

　・「健康づくりのための身体活動基準2013」及び「健康づくりのための身体活動指針（アクティ

ブガイド）」（Ｐ36参照）等を活用したライフステージや身体状況など個人に応じた適度な身体

活動・運動習慣の定着の推進
（※）健康増進普及月間とは、生活習慣病予防や個人の生活習慣の改善の実践を促進するため、毎年９月に設定してい

るもの

■性・年代別の運動習慣者の割合（２０歳以上）

■性・年代別の１日の歩数（２０歳以上）

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

男性

女性男性
(歩）

33.3 31.0
39.6

女性

出典：平成22年国民健康・栄養調査（厚生労働省）
　　 平成22年県民健康栄養調査（富山県）

出典：平成22年国民健康・栄養調査（厚生労働省）
　　 平成22年県民健康栄養調査（富山県）
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4,485

6,8757,136
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○県民等に期待する主な役割
★県民

　・日常生活における楽しく安全な運動やスポーツの継続的な実践

　・家族ぐるみでの運動・スポーツに親しむ機会の創出

　・生涯にわたるスポーツ・レクリエーションに親しむ習慣の推進

　・日常生活の中で意識して身体を動かすなど、身体活動量の増加

★保育所・幼稚園・学校

　・児童・生徒の発達段階に応じた運動習慣の定着と体力向上の推進

★医療保険者・事業主

　・医療保険者による、健診後の保健指導や健康相談時における運動指導の充実

　・事業者による、福利厚生事業等の充実など運動実践に配慮した取組みの推進

★健康づくり関連団体、民間企業等

　・ヘルスボランティア（※）などの健康づくりボランティアによる、身体活動や運動に関する知識の

普及啓発や運動を通した地域活動の推進

　・スポーツ関係団体や健康運動施設関係団体等による、運動・スポーツに関する情報提供や実践方

法の普及拡大

　・各団体や企業等による、ウォーキング大会等、運動実践の機会の提供

　

★市町村

　・身体活動・運動に関する知識の普及及び運動習慣の定着の推進

　・身体活動・運動に関する自主グループや健康づくりボランティアの活動支援

　・日常生活において手軽に身体活動や運動が促進できるような環境づくりの推進

　・総合型地域スポーツクラブ・スポーツ団体への支援
（※）ヘルスボランティアとは、地域で広く健康づくり活動を推進し実践しているボランティア

富山県民歩こう運動推進大会 楽しく運動（とやま健康パーク）
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楽しく歩いて
健康づくり

○目標値

　　　　　　　　  歩こう！あと1,500歩！
　各自のライフスタイルに合わせて、１日1,500歩（約15分）
多く歩く工夫をしてみましょう。
・歩数計の装着で歩数チェックをすれば、モチベーションも

アップです。
・たまに15分遠回り。いつもと違う風景が楽しめます。
・外出時の駐車は、ちょっと歩ける距離のところに。

指標名 現状値（県） （参考：全国） 目　標 目標の考え方

日常生活における歩数
の増加

20～64歳男性
7,692歩

20～64歳女性
6,549歩

65歳以上男性
5,590歩

65歳以上女性
5,133歩

（Ｈ22）

7,841歩

6,883歩

5,628歩

4,584歩
（Ｈ22）

9,000歩

8,500歩

7,000歩

6,000歩

健康日本21と同じ目標

運動習慣者の割合の増加
※1回30分以上の運動や
スポーツを週2回以上実施し、
1年以上継続する者

男性36.5％
女性23.6％
（Ｈ22）

34.8％
28.5％

（Ｈ22）

40％
35％

（Ｈ33）

男性で5ポイント、女性
で10ポイント程度の向
上を目指す。

成人のスポーツ実施率
の増加
※週1回以上、運動やスポーツ
をする者

41.6％
（Ｈ23）

45.3％
（Ｈ21）

65％以上
（Ｈ33）

スポーツ基本計画と同
じ目標

運動やスポーツを習慣
的にしている子ども（※）

の割合の増加

男子（小学５年生）
69.6％

女性（小学５年生）
44.4％

（Ｈ22） 

61.5％

35.9％
（Ｈ22）

増加傾向へ
健康日本21と同じ目標
※学校の体育の授業をのぞき、
ほとんど毎日（週に3日以上）
運動やスポーツをしている子ど
も

総合型地域スポーツ
クラブへの加入者数

39,640人
（Ｈ23） ― 50,000人

（Ｈ33）

中 高 年 齢 者 対 象 の ス
ポーツメニューの充実
等を図り加入者数増加
を目指す。

都市公園の面積 1,561ha
（Ｈ23） ― 1,600ha

（Ｈ33）
概ね1,600ha の開設面
積を目指す。

＜参考値＞

スポーツ指導者数 2,350人
（Ｈ23） ―
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３　休養

　休養は、心身の疲労の回復と充実した毎日を送るために重要です。「休養｣には、心身の疲労を回復し、

活力のある状態に戻す ｢休む」という側面（消極的休養）のほかに、明日の英気を養い、身体的、精

神的な健康の潜在能力を高める「養う」という側面（積極的休養）があります。

　ストレス社会といわれる現代では、十分な睡眠をとり、日常生活の中でリラックスできる時間を意

識的に確保したり、積極的休養をとるなどしてストレスと上手に付き合うことが重要です。

○現状と課題
　・ 睡眠不足や睡眠障害は、生活の質に大きく影響するだけではなく、肥満、高血圧、糖尿病の発症・

悪化要因となり、また心疾患や脳血管疾患を引き起こすことが知られていますが、睡眠時間が６

時間未満の成人の割合は、男女とも増加しています。

　・成人男性では、睡眠時間６時間未満者の割合は若い世代ほど多く、女性では40～50歳代にも多

い傾向となっています。

　・中学生の約５人に１人、高校生の約２人に１人が睡眠時間６時間未満となっています。

　・テレビ、パソコン、携帯電話の普及などの社会環境の変化により、児童生徒を含め、就寝時刻が

遅くなる、いわゆる生活の夜型化が起こっています。

　・労働者が健康を保持しながら労働以外の生活のための時間を確保することが重要ですが、年次有

給休暇の取得率は40％台にとどまっています。

■睡眠が６時間未満の割合（成人） ■性・年代別の睡眠時間が６時間未満の人の割合

40

30

20

10

0 0

20

40

60

H12 H16 H22 H12 H16 H22

女性男性
女性男性

（年） 20
歳
代

30
歳
代

40
歳
代

50
歳
代

60
歳
代

70
歳
以
上

20
歳
代

30
歳
代

40
歳
代

50
歳
代

60
歳
代

70
歳
以
上

（％） （％）

出典：平成22年健康づくり県民意識調査（富山県）

出典：健康づくり県民意識調査
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5時間未満　　5～6時間未満
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32.7 34.7

30.6

22.5
17.5 18.4
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○取組みの基本方向
　・睡眠や休養に関する正しい知識を普及啓発します。

　・ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現に向けた取組みを推進します。

○主な施策
　・睡眠や休養に関する情報や健康に及ぼす影響の知識の普及啓発

　・早寝早起きなど、子どもの基本的生活習慣の確立や生活リズムの向上に向けた取組みの推進

　・地域・職域連携推進会議等を活用し、年次有給休暇取得のための取組みの推進

　・セミナーの開催等によるワーク・ライフ・バランスの実現に向けた意識啓発の推進

　・子育て期の多様な勤務形態（短時間勤務等）の定着促進

■中学・高校生の睡眠時間

■年次有給休暇の取得率の年次推移

5時間未満
5～6時間未満
6～7時間未満
7～8時間未満
8～9時間未満
9時間以上
無回答

中学生
男

14.6 15.8

11.2

11.5

35.8

19.4 12.6

42.8

46.6

43.4
43.9

45.3 45.3

46.3

47.0

43.9

中学生

高校生

42

44

46

48

50
（％）

0

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23（年）

20 40 60 80 100（％）

高校生

出典：平成23年青少年健康づくりに関する調査（富山県）

出典：就労条件総合調査（厚生労働省）
　　　賃金等労働条件実態調査（富山県）
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○県民等に期待する主な役割
★県民

　・心身の疲労を翌日に持ち越さないよう、十分な睡眠を確保

　・趣味やスポーツを楽しむなど「積極的休養」の実践

　・日常生活の中でリラックスできる時間を意識的に確保

★保育所・幼稚園・学校

　・自然とのふれあいや文化活動、ボランティア活動等の子どものこころを育む機会の提供

　・育ち盛りの子どもへの睡眠に関する情報提供や健康教育の実施

★医療機関・薬局等

　・睡眠薬の適切な使用についての普及啓発

　・患者等に対する睡眠薬の適切な指導

★事業主

　・ 年次有給休暇を取得しやすい職場環境の整備

　・ 所定外労働の削減などによる労働時間の短縮

　・ 短時間勤務制度や多様な休暇制度の導入など労働条件の改善

★健康づくり関連団体や民間企業等

　・健康づくりボランティア等による、睡眠や休養についての普及啓発

★市町村

　・睡眠が健康に及ぼす影響や休養に関する正しい知識の普及啓発

　・仕事と家庭生活の両立ができるよう育児・介護休業制度等の普及啓発や特別保育の拡充

　・年次有給休暇の取得促進、所定外労働の削減に向けた意識啓発
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○目標値

●睡眠と生活習慣病
　　睡眠時間が短いと肥満や高血圧、脂質異常症、

糖尿病になるリスクが高くなるといわれています。

●生活習慣を見直しましょう！
・毎朝決まった時間に起きよう！
　目が覚めたら日光を取り入れ、
　体内時計をスイッチオン！

・夜は明るすぎない照明を！
・テレビゲームやパソコンなどは時間を決めて！
　寝る前は控えよう！
・睡眠薬代わりの寝酒は不眠のもと！
・寝る前に自分なりの方法でリラックスを！
　※睡眠時間は人それぞれ。日中の眠気で困らなければ十分。

質のよい睡眠で十分な休養を！

● 体の中の不思議なリズム
　人間の体内時計は1日25時間。毎朝、
脳が太陽の光を認識すること、夜はメ
ラトニンというホルモンが分泌される
こと等によって、体内時計を24時間に
調整しています。メラトニンは明るい
と分泌が抑制されるので、夜遅くのパ
ソコンやゲームのモニターなどの光に
注意！

指標名 現状値（県） （参考：全国） 目　標 目標の考え方

睡眠による休養を十分
にとれていない者の割
合の減少

16.3％
（Ｈ23）

18.4％
（Ｈ21） 15％ 健康日本21と同じ目標

年次有給休暇の取得率
の増加

43.9％
（Ｈ23）

49.3％
（Ｈ23） 増加させる

仕事と生活の調和に向
けた取組みを推進する
こ と で、 増 加（ 減 少 ）
を目指す。

週 労 働 時 間60時 間 以
上の雇用者の割合の減
少

11.3％
（Ｈ19）

9.3％
（Ｈ23） 減少させる 第
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４　たばこ・アルコール

　たばこは、がん、循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患（COPD）等の呼吸器疾患、糖尿病、低体重児の

出生等、さまざまな健康障害の原因となることが知られています。

　喫煙者が禁煙することは、ニコチンに依存性があることなどにより、必ずしも容易ではありません

が、禁煙するとその年数とともに、肺がんをはじめ喫煙に関連した疾患にかかるリスクが確実に小さ

くなります。

　また、１日平均飲酒量の増加とともにがん、高血圧、脳出血、脂質異常症などに罹患するリスクが

高くなり、特に女性は男性よりも肝障害を起こしやすくなります。過度の飲酒、特にアルコール関連

問題などがある場合は、本人の社会適応力の低下を招くだけでなく家族等にも深刻な影響を与えるお

それがあります。さらに、未成年者の飲酒は、健全な成長を妨げ、将来のアルコール依存症のリスク

がより高くなるなど、将来にわたっての悪影響が挙げられ、社会全体の問題として取組む必要があり

ます。

○現状と課題
　・ 近年、健康増進法の制定、たばこの規制に関する世界保健機構枠組条約の発効など社会状況の変化、

各施設の禁煙化など受動喫煙防止対策が進んできており、成人男性の喫煙率は低下していますが、

女性の喫煙率は男性より低いものの横ばいとなっています。

　・年代・性別では、男女とも働き盛りの世代の喫煙率が高くなっています。

　・一方、喫煙者のうち、「たばこをやめたい」「本数を減らしたい」人の割合は増加しており、半数

以上となっています。

　・毎日飲酒する人の割合は、男性では減少していますが、多量飲酒をしている人の割合は増加して

おり、特に40歳代で増加しています。

　・未成年者の喫煙率・飲酒率は、減少傾向にありますが、未成年の飲酒と喫煙は健康への影響はも

とより、社会的な問題にも結びつく恐れがあるため、防止する必要があります。

■性・年代別の喫煙状況

■喫煙者の今後の節煙・禁煙の意向（成人）

20歳代

男性（N＝416） 女性（N＝466）

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

H12

H16

H22

H12

H16

H22

0 20 40 60 80 100（％）

0 20 40 60 80 100（％）

24.5

43.1

50.0

33.8

30.1

10.2 67.3 22.4

51.5 18.4

47.9 18.3

23.6 26.4

16.7 40.3

10.2 65.3 20歳代
吸っている

以前は吸っていたが、
やめた

吸ったことはない

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

0 20 40 60 80 100（％）

11.5

17.1

13.5

14.6 7.3

5.0

1.7 98.3

7.0 87.0

78.0

7.9 78.7

17.1 65.8

6.6 82.0

本数を減らしたい
やめたい
特に考えていない
わからない
無回答

出典：平成22年健康づくり県民意識調査

29.7

33.5

34.5

29.8

16.0

18.4 40.8 38.8 2.0

32.0 44.0 8.0

27.7 38.3 4.3

28.1 33.8
2.2 1.4

20.3 39.2 7.1

14.6 49.8
2.5

3.3

男性

女性
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○取組みの基本方向
　・喫煙・飲酒が健康に及ぼす影響や正しい知識を普及啓発します。

　・成人喫煙者、成人の生活習慣病のリスクを高める過度の飲酒者の減少を目指します。

　・未成年者の喫煙・飲酒をなくします。

　・妊娠中の喫煙・飲酒をなくすことを目指します。

　・受動喫煙のない環境づくりを推進します。

　　

○主な施策
　・学校保健との連携による喫煙防止や飲酒防止教育の実施

　・効果の高い禁煙方法に関する情報の提供

　・庁舎や保健施設、福祉施設や体育施設、文化施設などにおける施設内禁煙の推進

　・家庭や職場等における受動喫煙防止の啓発や、「健康づくり協力店」における禁煙店舗の登録や

禁煙ステッカーの普及など、受動喫煙防止対策の推進

　・「節度ある適度な量の飲酒」など正しい知識の普及啓発

　・アルコール関連問題の相談機能の充実

■多量飲酒者の割合（清酒換算で１日３合以上）

■未成年者（高校3年生）の喫煙率及び飲酒率

※　未成年者の喫煙・飲酒とは、過去1か月以内に1回以上喫煙又は飲酒したことをいう
※　H12とH22では設問の仕方が若干異なることに留意が必要
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出典：健康づくり県民意識調査（富山県）

《喫煙》 《飲酒》

出典：青少年健康づくりに関する調査（富山県）
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○県民等に期待する主な役割
★県民

　・たばこが健康に及ぼす影響について十分理解し、受動喫煙防止に協力

　・家庭における受動喫煙防止の取組み

　・禁煙クリニック等を活用するなど、積極的な禁煙の実践

　・節度ある適度な量の飲酒

　・未成年者の喫煙及び飲酒の防止

★保育所・幼稚園・学校

　・喫煙・飲酒防止教育の推進

　・保護者への受動喫煙の影響に関する普及啓発

★医療保険者・事業主

　・特定保健指導における禁煙指導の強化

　・たばこやアルコールの正しい知識の普及啓発

　・職場における受動喫煙防止や禁煙の推進

★医療機関・薬局

　・喫煙・飲酒が健康に及ぼす影響の普及啓発

　・禁煙外来の設置など、患者等に対する禁煙サポートの推進

　・効果の高い禁煙方法等の適切な情報提供

★健康づくり関連団体、民間企業等

　・販売業者による対面販売促進や、未成年者の飲酒・喫煙防止の取組みの推進

　・健康づくりボランティア活動等による禁煙活動の推進

★市町村

　・たばこや飲酒に関する健康影響の普及啓発、庁舎や公共施設等の禁煙化などの推進

　・禁煙のための効果の高い手法に関する情報の住民への提供

　・アルコールに関する問題の相談機能の充実

　　　　　　　受動喫煙のない環境づくりを進めよう！
　受動喫煙とは、たばこを吸わない人が、自
らの意思とは関係なく、空気中のたばこの煙
を吸わされることです。
　たばこの煙は、吸う人だけではなく、吸わ
ない人の健康にも影響するため、受動喫煙の
ない環境づくりを進めることが大事です。

＜富山県受動喫煙防止ステッカー＞
富山県では、オリジナルステッカーを作
成し、禁煙や分煙など受動喫煙防止に取
り組む施設や店舗に表示されています。

＜富山県オリジナル禁煙マーク＞
また、飲食店等において、禁煙・分煙を推進している

『健康づくり協力店（P17参照）』には、オリジナル禁
煙マークが表示されています。
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○目標値

指標名 現状値（県） （参考：全国） 目　標 目標の考え方

成人の喫煙率の低下
（喫煙をやめたい人が
やめる）

男性33.4％
女性10.5％
（Ｈ22）

32.2％
　8.4％

（Ｈ22）

24％
　6％

（Ｈ33）

男性10ポイント、女性５ポ
イント程度の減少を目指す。

未成年者の喫煙をなくす

男性
（高校３年生）

3.8％
女性

（高校３年生）
1.7％

（Ｈ23）

8.6％

3.8％
（Ｈ22）

0％ 健康日本21と同じ目標

妊娠中の喫煙をなくす
（妊娠届出時の妊婦の
喫煙率）

― 　5.0％
（Ｈ22） 0％ 健康日本21と同じ目標

受動喫煙の機会を有する
者の割合の低下

行政機関  　0％
医療機関14.4％

（H24）
職場   　27.7%

（H22）
 家庭　   ―

16.9％
13.3％

64％

10.7％

０％（分煙→禁煙）
０％（分煙→禁煙）

受動喫煙のない職場の実現

0％

健康日本21と同じ目標

生活習慣病のリスクを高
める量を飲酒している者
の割合の低減

男性15.1％
女性  7.3％
（Ｈ22）

15.3％
7.5％

（Ｈ22）

13.0％
6.4％

健康日本21と同じ目標
（1日あたりの純アルコー
ル摂取量が男性40ｇ以上、
女性20ｇ以上の者）

未成年者の飲酒をなくす

男性
（高校３年生）

15.0％
女性

（高校３年生）
12.6％

（Ｈ23）

21.7％

19.9％
（Ｈ22）

0％ 健康日本21と同じ目標

妊娠中の飲酒をなくす
（妊娠届出時の妊婦の
飲酒率）

― 8.7％
（Ｈ22） 0％ 健康日本21と同じ目標

「酒は三
さん

献
こん

に限る。」
　「三献」とは、中世以降の酒宴の礼法で、酒肴の膳を三度変え、そのたびに大・中・小の杯で1
杯ずつ繰り返し、9杯の酒をすすめるもの。こうした「三献」程度がほろ酔い加減でちょうどよく、
飲みすぎてはいけないという意味です。
　生活習慣病のリスクを高める飲酒量（１日の純アルコール摂取量）は、男性40ｇ、女性20ｇ
です。以下を目安に適正飲酒に心がけましょう。

お酒の種類 ビール
（中瓶1本500ml）

清酒
（1合180ml）

ウイスキー・ブランデー
（ダブル60ml）

焼酎 (25度 )
(1合180ml）

ワイン
（1杯120ml）

アルコール度数 ５％ 15％ 43％ 25％ 12％

純アルコール量 20ｇ 22ｇ 20ｇ 36ｇ 12ｇ
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５　歯・口腔の健康

　歯・口腔の健康は、身体的な健康のみならず、精神的、社会的な健康にも大きく寄与しています。

　歯の喪失は、食べ物をかむという点だけではなく、会話を楽しむという点などに多面的な影響を与

えるとともに、歯周病は糖尿病や循環器疾患等との密接な関連性が報告されています。

　また、生涯を通じて歯科疾患を予防し、歯の喪失を抑制することは、高齢期での口腔機能の維持に

つながるものであり、健康で質の高い生活を営むための基礎的かつ重要な役割を果たします。

○現状と課題
　・乳歯咬合の完成期である３歳児のう蝕有病状況の改善は、乳幼児の健全な育成のために不可欠で

すが、本県の３歳児でむし歯のない者の割合は改善しているものの、全国値に比べるとやや低く

なっています。

　・歯周病は、歯の喪失をもたらす主要な原因疾患ですが、学齢期の歯周病の有病状況は改善してい

るものの、年齢があがるにつれて、重度歯周病の有病率が高くなっています。

　・一方、35歳から54歳で歯間部清掃用器具を使用している人の割合は、大きく増加しているなど、

歯科保健行動に対する意識は高くなってきています。

　・摂食、咀嚼、嚥下などの口腔機能は、食べる喜び、話す楽しみ等の生活の質の向上を図る上で大

変重要であり、歯の喪失防止も含めた包括的な目標である「80歳で20本以上の自分の歯を有す

る者」の割合を増やしていく必要があります。

■３歳児でむし歯のない者の割合の年次推移

■年代別歯ぐきに所見のある人の割合

50
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100

H11

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代以上

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

60

78.5

73.6
70
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（％）

（％）

出典：県健康課調

出典：平成23年
　　　富山県成人歯科
　　　疾患調査
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○取組みの基本方向
　・ 生涯を通じた口腔の健康及び口腔機能の維持・向上の観点から、「8020運動」をさらに推進します。

　・適切な間食の摂取方法などの歯科保健指導による乳児むし歯予防を推進します。

　・学齢期におけるフッ化物洗口を実施する施設等の増加を目指します。

　・成人期・高齢期における歯周病と糖尿病、喫煙、早産、低体重児出産など全身の健康増進の視点

からの取組みを推進します。

　・口腔機能獲得・維持・向上のため、かむ機能の強化対策を展開します。

　・要介護者、障害（児）者等への在宅歯科医療や口腔ケアを推進します。

○主な施策
　・各世代向けのむし歯予防事業（むし歯予防パーフェクト作戦事業等）の展開

　・母子保健担当、養護教諭等の保健指導マニュアル作成や研修会の実施

　・糖尿病、喫煙、早産、低体重児出産など全身と歯周病との関係の普及啓発や歯科保健関係者の資

質向上を推進

　・「カミング30推進事業（※）」など、かむ機能の重要性の普及啓発

　・在宅歯科医療推進のための関係者の連携促進の支援

（※）「カミング30推進事業」とは、小学校中学年を対象とした永久歯の生え変わりに応じた食べ方等を学ぶモデル事業で、
一口30回噛むことを推進するもの。

■成人の歯科保健行動の状況

■自分の歯が20本以上ある人の割合

0

0

50

40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80歳以上

100
（％）

55～64歳で1年以内に歯石除去を
受けた人の割合

55～64歳で1年以内に歯科健診を
受けた人の割合

35～54歳で歯間部清掃用器具を
使用している人の割合

10 20 30 40 50
（％）

出典：平成11年・16年歯科疾患実態調査
　　　平成22年県民健康栄養調査（富山県）

出典：平成23年富山県成人歯科疾患調査
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○県民等に期待する主な役割
★県民

　・摂食、咀嚼、嚥下などの口腔機能が全身の健康へ及ぼす知識の取得

　・定期的な歯科健診の受診や歯科保健指導を受けることの実践

★保育所・幼稚園・学校

　・食生活や歯みがきなど適切な生活習慣の確立

　・フッ化物の効果的利用等のむし歯予防や口腔機能の獲得など歯科保健指導の実施

★医療保険者・事業主

　・歯・口腔に関する健康診断や健康相談の実施や生活習慣改善の支援

　・従業員に対する歯科疾患の予防方法の普及、口腔ケアの推進、歯科健診・保健指導の実施

★医療機関・施設

　・医科・歯科連携による在宅歯科医療の実施

　・障害者施設や介護保険施設等による入所者、利用者への歯科健診・保健指導の実施、口腔ケアの

推進

★健康づくり関連団体等

　・歯科医師会、歯科衛生士会や歯科技工士会による、歯科疾患の予防方法等の情報提供や歯科口腔

保健推進の人材確保・養成のための研修の実施

　・母子保健推進員や食生活改善推進員などの健康づくりボランティアによる、望ましい生活習慣の

定着の普及啓発や食育の推進

　・保健医療関係団体による、全身の健康との関係を含めた歯・口腔の健康づくりの普及啓発

★市町村

　・フッ化物の効果的な利用を含めた総合的なむし歯予防対策の推進

　・歯間部清掃用器具の使用を含めた適切な歯みがき習慣の啓発、歯周疾患検診の実施

　・乳幼児期からの食べ方に視点を置いた普及啓発・保健指導や成人期・高齢期の口腔機能の維持・

向上の推進

　　　　　　　　  定期的に歯科検診を受けよう！
　むし歯や歯周病などの歯科疾患は、痛みなどに気がついた時にはすでに重症化していることが多くなっ
ています。
　歯科疾患の予防、早期発見・治療のために、少なくとも１年に１回は歯科医療機関を受診し、口腔内
のチェック、口腔内清掃や歯石除去、日頃の口腔ケアの方法などの指導をしてもらいましょう。
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○目標値

　　　　　80歳になっても自分の歯を20本以上残そう！

　平均寿命が80歳前後の今、健康寿命の延伸のた
めには栄養バランスのよい食生活が大切です。
　80歳になっても20本以上の歯を持ち、何でもお
いしく噛んで食べられるように、むし歯や歯周病の
予防、かむ機能の強化に努めましょう。

指標名 現状値（県） （参考：全国） 目　標 目標の考え方

60歳代における進行し
た歯周炎を有する者の
割合の減少

65.1％
（Ｈ23）

54.7％
（Ｈ17） 60％ 健康日本21の目標の減

少率を考慮して設定

口腔機能の維持・向上
（60歳以上における
咀嚼良好者の増加） ― 65.8％

（Ｈ21） 80％

健康日本21の目標を
考慮して設定

※咀嚼良好者とは、「なんでも噛
んで食べることができる」と回
答した者

80歳で20本以上の
自分の歯を有する者の
増加

45.5％
（Ｈ23）

25.0％
（Ｈ17） 50％ 健康日本21と同じ目標

3歳児でう蝕がない者の
割合が80% 以上である
市町村の増加

8市町村
（Ｈ23） ― 全市町村 全市町村での目標達成を

目指す。

12歳児の1人平均う歯
数が1.0本未満である
市町村の増加

7市町村
（Ｈ23） ― 全市町村 全市町村での目標達成を

目指す。

過去1年間に歯科検診を
受診した者の増加（20
歳以上）

36.6％
（Ｈ22）

34.1％
（Ｈ21） 65％ 健康日本21と同じ目標

18～28歯

6～17歯

0～5歯

酢ダコ

フランスパン 豚肉（薄切）

せんべい

きんぴらごぼう

ナスの煮付け

うどん

バナナ
おこわ

れんこん

かまぼこ

イカの刺身
スルメイカ

たくあん

堅焼きせんべい
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○食事バランスガイドとは
　「食事バランスガイド（厚生労働省・農林水産省決定）」とは、1日に「何を」「どれだけ」食べたら

よいかが一目でわかる食事の目安を示したものです。

　主食、副菜、主菜、牛乳・乳製品、果物の5つのグループの料理を組み合わせてバランスよくとれ

るよう、「コマ」にたとえて、それぞれの適量をイラストでわかりやすく示してあります。

○健康づくりのための身体活動基準2013とは

○健康づくりのための身体活動指針2013は、「アクティブガイド」としてパンフレットを作成・配布

○身体活動（＝生活活動※1＋運動※2）全体に着目することの重要性から、「運動基準」から「身体活動基準」に名称を改めた。
○身体活動量の増加でリスクを低減できるものとして、従来の糖尿病・循環器疾患等に加え、がんやロコモティブシンドローム・認知症
が含まれることを明確化（システマティックレビューの対象患者に追加）した。
○こどもから高齢者までの基準を検討し、科学的根拠のあるものについて基準を設定した。
○保健指導で運動指導を安全に推進するために具体的な判断・対応の手順を示した。
○身体活動を推進するための社会環境整備を重視し、まちづくりや職場づくりにおける保健事業の活用例を紹介した。

血糖・血圧・脂質に
関する状況

血糖・血圧・脂質の
いずれかが

保健指導レベルの者

強度を問わず、身体活動を
毎日40分（＝10メッツ・時／週）

リスク重複者
又は受診勧奨者

体力
（うち全身持久力）身体活動（＝生活活動＋運動） 運　　　　動

健
診
結
果
が
基
準
範
囲
内

今
よ
り
少
し
で
も
増
や
す

（
例
え
ば
10
分
多
く
歩
く
）

運
動
習
慣
を
も
つ
よ
う
に
す
る

（
30
分
以
上
の
運
動
を
週
2
日
以
上
）

65歳以上

18歳未満

18～64歳
3メッツ以上の強度の身体活動を
（歩行又はそれと同等以上）

毎日60分（＝23メッツ・時／週）
‒

【参考】幼児期運動指針：「毎日60分以上、
楽しく体を動かすことが望ましい」

3メッツ以上の強度の運動を
（息が弾み汗をかく程度）

毎日60分（＝4メッツ・時／週）

性・年代別に示した強度
での運動を約3分間継続可

医療機関にかかっておらず、「身体活動のリスクに関するスクリーニングシート」でリスクがないことを確認
できれば、対象者が運動開始前・実施中に自ら体調確認ができるよう支援した上で、保健指導の一環としての
運動指導を積極的に行う。

生活習慣病患者が積極的に運動をする際には、安全面での配慮が特に重要になるので、かかりつけの医師に
相談する。

‒

‒

‒

‒

健康づくりのための身体活動基準2013

世代共通の
方向性

世代共通の
方向性

ライフステージに応じた健康づくりのための身体活動（生活活動・運動）を
推進することで健康日本21（第二次）の推進に資するよう、「健康づくりの
ための運動基準2006」を改訂し、「健康づくりのための身体活動基準
2013」を策定（H25年3月）

こ の イ ラ ス ト の 料 理 例
を 合 わ せ る と、 お よ そ
2200㎉。 ほ と ん ど1日
座って仕事をしている男
性の1日分です。
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１　がん

　近年、がん医療の進歩により、がんの原因や危険因子の解明が進み、禁煙や食生活など生活習慣や

ウイルス等の感染とがんの関係が明らかになってきました。また、がん検診の普及による早期発見や

治療の進歩により、がん患者の生存率は向上し、がん患者等の就労を含めた問題やがんの教育など新

たな課題が明らかになってきました。

　一方、高齢化の進行に伴い、がんに罹患する人が、今後も増加することが見込まれ、今後は、県民

一人ひとりが望ましい生活習慣を身につけ、がんを予防するとともに、がん検診を受けること、がん

になっても安心して暮らせる社会づくりを進めること、これらの取組みを基本として、地域や職域等

がより一層連携を強化し、県民一体となってがん対策を推進することが必要です。

○現状と課題
　・がんは死因の約３割を占め、昭和54年から第１位となっています。

　・がんの年齢調整死亡率は、全国平均より低く減少傾向にあります。

　・年代別に見ると、40歳代から死因の第１位となり、50～60歳代では４割を超えるなど働き盛

りの年代で高くなっています。

　・部位別に見ると、男性では、特に肺がんによる死亡率の増加が著しく、女性では乳がん・子宮が

んが微増傾向にあります。また、大腸がんが男女とも増加傾向にあります。

　・がん検診受診率は、乳がん・子宮がんで上昇しましたが、肺がん・大腸がん・胃がんで横ばい又

は減少傾向にあります。５つのがんとも全国的に見ると高い水準にありますが、目標値の50％

には達していません。特に、働く世代の受診の向上が課題となっています。

生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底
（NCD（非感染性疾患）の予防）

第 2 章

■がんの75歳未満年齢調整死亡率の年次推移

■年代別部位別がん死亡割合（富山県）

50
H7

0

80歳以上

70歳代

60歳代

50歳代

40歳代

食道がん

食道がん

男性
7.47.4 14.814.8 11.111.1 11.111.1 25.925.9

20 40 60 80 100（％）

H12 H17 H18 H19 H20 H21 H22

全国（男） 107.1

全国（女）

富山（男）
全国（合計）

富山（合計）

H23（年）

70

90

死
亡
率（
人
口
10
万
人
対
）

110

130

150

出典：（独）国立がん研究センター

出典：平成22年人口動態統計（厚生労働省）

* *
* * * *

* * *

3.73.7 25.925.9

0.80.8

7.77.7

5.25.2

3.03.0 17.217.2 7.47.4 4.04.0 6.96.9 8.88.8 23.223.2
2.32.3

21.021.0

16.416.4 6.26.2 3.03.0 9.79.7 7.57.5 26.726.7 1.11.1 21.121.1

7.77.7 3.63.6 10.110.1 12.012.0 20.920.9 1.91.9 17.317.317.117.1

13.713.7 10.510.5 5.65.6 9.79.7 10.510.5 20.220.2 0.80.8 26.626.6

0

80歳以上

70歳代

60歳代

50歳代

40歳代
女性

20 40 60 80 100（％）

胃がん

胃がん

直腸がん 直腸がん

肝臓がん

肝臓がん

乳房がん肺がん 白血病 白血病その他 その他

結腸がん 結腸がん

膵臓がん 膵臓がん前立腺がん

12.012.0

14.914.9

13.513.5

16.516.5

17.217.2 15.415.4 7.17.1 10.910.9 9.89.8 3.13.11.41.4 28.828.8

10.010.0 12.412.4 12.912.9 3.23.24.74.7 27.627.67.17.1

11.911.9 11.911.9 14.514.5 21.221.25.25.2 6.26.2 7.37.3

8.58.5 2.12.1 7.47.4 3.23.2 21.321.3 1.11.1 30.930.9

4.04.04.04.04.04.0 24.024.0 12.012.0 32.032.0

肺がん 子宮がん

富山（女）

98.9
83.0
81.5
65.5
61.2
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○取組みの基本方向
　・がんにかからないための生活習慣の実践に努め、がんを予防するとともに、早期発見・早期治療

につながるよう、がん検診の受診率向上等を推進します。

　・質の高い医療が受けられるよう、専門の医療従事者の育成や緩和ケアの提供体制を整備するなど、

「富山型がん診療体制」のさらなる充実強化を進めます。

　・がん患者及びその家族の苦痛の軽減や療養生活の質の向上を図るとともに、がんになっても安心

して暮らせる社会の構築を目指します。

○主な施策
　・子どもの頃からのがんに関する正しい知識の普及や望ましい生活習慣の確立

　・禁煙や受動喫煙防止等のたばこ対策の推進

　・ウイルス等に起因するがんの発症予防の推進

　・がん対策推進員等による普及啓発活動の促進のほか、働く世代や退職者の検診受診率向上を図る

など、市町村や企業と連携したがん検診受診率向上対策の推進

　・肺がん検診における最新の CT 検査や子宮頸がん検診における HPV（ヒトパピローマウイルス）

検査の導入等、効果的で精度の高い検診体制の整備の推進

　・がん診療連携拠点病院や PET 画像診断センター等を中心とした質の高い医療の提供など、富山

型がん診療体制の充実

　・がんと診断された時からの切れ目のない緩和ケアの推進

　・複数のがん治療法を組み合わせた集学的治療など効果的な医療を提供する人材の確保・育成

　・がん医療を専門的に担う認定看護師の養成課程の設置など、医療従事者の質の向上の推進

　・在宅緩和ケアの推進をはじめ、住み慣れた地域で安心して療養できる在宅支援体制の整備

　・がんに関する総合的な相談窓口の設置やピアサポートの推進など、がん患者の支援体制の強化

　・地域がん登録のさらなる推進

■がん検診受診率の年次推移

10
H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23（年度）

20

30

40

50
（％）

出典：地域保健・健康増進事業報告（厚生労働省）

肺がん

乳がん

子宮がん

大腸がん

胃がん

* * * * * * * * * * *22.6 23.2 24.2
23.1 22.9

24.0 25.0
26.6

29.3
31.4 30.5

27.0

22.9

18.8

27.2

22.9
19.4

25.0
22.6
19.7

22.3
23.3
20.8

24.2
21.6
21.4

23.9
21.4
19.4

20.6
19.8

16.1

21.6
18.5
17.4

23.0

18.2
17.6

22.6

17.7
17.0

21.5
17.3
16.4

45.946.1 46.5 45.4
42.2 42.1 42.1

38.6 37.5 37.6 36.3

第
２
編

第
2
編　

健
康
づ
く
り
の
推
進

39



○県民等に期待する主な役割
★県民

　・喫煙、食生活、運動等の生活習慣ががんの発生に及ぼす影響など、がんに関する正しい知識を持ち、

がんの予防のために望ましい生活習慣の実践

　・早期発見・早期治療のためのがん検診の受診

　・がん患者に対する適切な認識、理解の推進

★保育所・幼稚園・学校

　・健康と命の大切さについて学び、自らの健康を適切に管理できるよう、がんの予防を含めた健康

教育の推進

　・がんに関する正しい知識とがん患者に対する理解の促進

　・喫煙防止教育の充実

★医療保険者・事業主

　・がん予防やがん検診に関する普及啓発

　・従業員に対するがん予防やがん検診についての普及啓発、がん患者に対する理解の促進等を通じ、

仕事と治療の両立が図られるような環境づくり

　・事業所での受動喫煙防止の推進

★医療機関・薬局等

　・質の高い医療等が提供できるよう専門的な医療従事者の育成

　・がん診療連携拠点病院等を中心とした診療所、歯科医療機関、訪問看護ステーション、薬局、介

護保険事業者等の連携、在宅療養の支援

★健康づくり関連団体、民間企業等

　・健診機関による、効果的で精度の高いがん検診の提供や精密検査の実施

　・地域住民や従業員等に対し、がん対策推進員（※1）等健康づくりボランティアやがん予防推進員（※2）

等と連携し、適切な生活習慣によるがん予防やがん検診の普及啓発

★市町村

　・地域住民への健康教育の実施や、健康情報の提供などがんにかからないための生活習慣づくりの

支援

　・効果的で精度の高いがん検診の提供や精密検査の受診勧奨の実施

（※１）　がん対策推進員とは、市町村において、がんの予防やがん検診の普及啓発等を行うボランティアをいう
（※２）　がん予防推進員とは、県とがん対策の推進について協定を締結する企業において、がんの予防やがん検診の普及啓発

　を行う社員等をいう
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○目標値

　　　　がん検診　愛する家族への　贈り物

●ピンクリボン
　
乳がんの早期発見・早期診断・早期治療の大切さ
を伝えるシンボルマークです。

指標名 現状値（県） （参考：全国） 目　標 目標の考え方

75歳未満のがんの
年齢調整死亡率の減少

（10万人当たり）

79.7人
（Ｈ22）

84.3人
（Ｈ22）

68.2人
（Ｈ29）

国のがん対策推進計画
と同じ目標（Ｈ19と比
べ20％以上の減少）

が ん 検 診 の 受 診 率 の
向上

胃がん　　
19.4％

肺がん　　
37.6％

大腸がん　
22.9％

子宮がん　
27.2％

乳がん　　
31.4％

（Ｈ22年度）

9.6％

17.2％

16.8％

23.9％

19.0％
（Ｈ22年度）

50％以上
（Ｈ28）

県のがん対策推進計画
と同じ目標
※地域保健・健康増進
事業報告

＜参考値＞

入院受療率
（人口10万対）

130人
（Ｈ23）

107人
（Ｈ23）

入院外受療率
（人口10万対）

127人
（Ｈ23）

130人
（Ｈ23）

が ん 検 診 の 受 診 率 の
向上

※国民生活基礎調査

胃がん　　
38.4％

肺がん　　
29.6％

大腸がん　
27.5％

子宮がん　
26.5％

乳がん　　
29.0％

（Ｈ22）

男性 34.3％
女性 26.3％
男性 24.9％
女性 21.2％
男性 27.4％
女性 22.6％

32.0％

31.4％
（Ｈ22）
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２　循環器疾患（脳卒中・心疾患）

　循環器疾患（脳卒中・心疾患）はがんと並んで主要死因の大きな一角を占めています。

　脳卒中は、脳の血管が詰まる、あるいは破れること等により、脳に障害を来す疾患です。脳卒中は、

脳梗塞、脳出血、くも膜下出血等に大別され、発病した場合、早く的確な対応がその後の回復に重要

です。また、一時的に言葉がでない、二重に物が見えるなど、発作の前触れに気付いた場合も、速や

かに治療を受けることが大切です。一方、長期の療養を必要とし、後遺症のため寝たきりや認知症に

なるなど生活にも大きな影響を及ぼすことも少なくありません。脳卒中の最大の危険因子は高血圧で

あり、発症予防には血圧のコントロールが最も重要になります。

　心疾患では、心臓を取り巻く血液の流れが滞る虚血性心疾患が最も多くなっています。狭心症と急

性心筋梗塞がその代表です。脳卒中と同様に、虚血性疾患の発症には、食生活や運動、喫煙等の生活

習慣が深く関わっています。このため、発症予防及び重症化予防のためには、生活習慣の改善が重要

であり、とりわけ血圧のコントロールと脂質異常症の改善が重要となります。

○現状と課題
　・平成23年の本県の死因別死亡割合では、脳血管疾患は全体の11.2％を占め第３位、心疾患は

14.6％を占め第２位となっています。（Ｐ11図5参照）

　・本県の主な生活習慣病の入院受療率では脳血管疾患が最も高く、また、入院外受療率では高血圧

性疾患が最も高くなっています。

　・高血圧や脂質異常症の通院者数はともに増加しています。

　・全国の介護が必要になった者の21.5％は脳卒中が原因であり、介護が必要となる原因の第１位

となっています。

　・本県の男性（40～74歳）の２人に１人、女性（同）の６人に１人がメタボリックシンドローム

該当者・予備群と考えられ、男性で高い割合となっています。

7

■入院受療率(人口10万人対) ■入院外受療率(人口10万人対)
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○取組みの基本方向
　・健康的な生活習慣づくりにより、脳卒中・心疾患の罹患を減少させます。

　・危険因子である高血圧や脂質異常症の早期発見・早期治療を図ります。

○主な施策
　・個々の生活習慣と高血圧・脂質異常症の危険因子、脳卒中や心疾患等の生活習慣病との関連につ

いての理解を深めるための普及啓発の推進

　・高血圧や脂質異常等の適切な管理を図るための効果的な健康教育の普及、生活習慣の改善を支援

する体制・環境の整備

　・特定健康診査等の受診率の向上や適切な保健指導の実施のための関係機関との連携の推進

　・脳卒中情報システムの活用による地域の脳卒中患者の発症状況の分析

　・脳梗塞や急性心筋梗塞が疑われる症状が出現した場合の速やかな救急要請などに関する普及啓発

の推進

　・急性心筋梗塞等の救命率の改善のため、周囲の者による心肺蘇生や AED の使用方法等の普及啓

発の推進

　・脳卒中後遺症患者等に地域で適切なリハビリテーションが円滑に提供される地域リハビリテー

ションの推進

■富山県の主な生活習慣病の通院者数の年次推移

0
脳卒中 狭心症・心筋梗塞 高血圧 脂質異常症
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出典：国民生活基礎調査（厚生労働省）
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○県民等に期待する主な役割
★県民

　・脳卒中や心疾患に関する正しい知識を持ち、バランスのとれた食生活、適度な運動、禁煙や適正

　　飲酒などの生活習慣の改善による、危険因子である高血圧、肥満、脂質異常症などの予防

　・危険因子の早期発見や疾病の早期治療のため、健康診断や特定健康診査の積極的な受診、精密検

査の早期受診など、適切な健康管理の実践

　・必要に応じ、保健指導や医療機関で専門家の指導を受けながら生活習慣の改善

　・治療を継続し、血圧や脂質等のコントロールを図るなど健康管理の実践

　

★医療保険者・事業主

　・定期健康診断、特定健康診査や特定保健指導の実施や、危険因子を有する人に対する精密検査の

受診勧奨、治療の促進、生活習慣の改善の取組みへの支援

　・従業員、被保険者・被扶養者に対する健康教育の実施や健康情報の提供など、脳卒中や心疾患、

メタボリックシンドローム発症予防のための生活習慣づくりの支援

★医療機関・薬局

　・市町村、事業者、保険者と連携し、必要な事業を推進

★健康づくり関連団体、民間企業等

　・市町村、事業者、保険者と連携し、地域住民や従業員、被保険者・被扶養者に対する健康的な生

活習慣づくりや特定健康診査の受診勧奨等の普及啓発

★市町村

　・地域住民に対して健康教育の実施や健康情報を提供するなど、脳卒中や心疾患、メタボリックシ

ンドローム予防のための生活習慣づくりの支援

　　脳卒中・心疾患　予防は日々の暮らしから

脳卒中、心疾患の予防において重要なのは高血圧や脂質異常症などの危険因子
の管理であり、そのためには関連する生活習慣の改善が最も重要です。危険因
子と関連する生活習慣としては、栄養、運動、喫煙、飲酒があり、それぞれ必
要とされる対策は、第2編第1章の各項目に記載しています。
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○目標値

指標名 現状値（県） （参考：全国） 目　標 目標の考え方

脳血管疾患の年齢調整
死亡率の減少

（10万人当たり）

男性54.9人
女性27.7人
（Ｈ22）

49.5人
26.9人

（Ｈ22）

45.0人
25.0人

健康日本21の目標設定
並の減少率

虚血性心疾患の年齢
調整死亡率の減少

（10万人当たり）

男性28.5人
女性10.6人
（Ｈ22）

36.9人
15.3人

（Ｈ22）

減少傾向
〃

健 康 日 本21の 目 標
（ 男 性31.8人 女 性
13.7人）に達してい
ることを踏まえ、さ
らに減少を目指す。

高 血 圧（ 収 縮 期 血 圧
140mmHg） 者 の 割
合の減少（40～74歳）

19.0％
（Ｈ22）

18.7％
（Ｈ22）

14.2％

「メタボリックシンド
ロームの該当者及び
予備群」の減少率に
準じ、25％の減少を
目指す。

収縮期血圧値の平均値
の低下（40～74歳）

男性127mmHg
女性123mmHg
（Ｈ22）

男性127mmHg
女性122mmHg
（Ｈ22）

低下を目指す。

LDL コ レ ス テ ロ ー ル
160mg/dl 以上の割合

（40～74歳）

男性11.5％
女性12.9％
（Ｈ22）

男性12.0％
女性13.3％
（Ｈ22）

8.6％
9.6％

健康日本21の目標設定
並の減少率

「 メ タ ボ リ ッ ク シ ン ド
ロームの該当者及び予
備群」の減少率に準じ、
25％の減少を目指す。

特定健康診査の実施率
の向上

49.5％
（Ｈ22年度）

42.6％
（Ｈ22年度）

70％
（Ｈ29）

富山県医療費適正化計
画と同じ目標

特定保健指導の実施 13.3％
（Ｈ22年度）

13.3％
（Ｈ22年度）

45％
（Ｈ29）

富山県医療費適正化計
画と同じ目標

メ タ ボ リ ッ ク シ ン ド
ロームの該当者及び
予備群の減少

26.0％
（Ｈ22）

26.4％
（Ｈ22）

19.8％
（Ｈ29）

富山県医療費適正化計
画と同じ目標
※25％の減少を目指す。

＜参考値＞

入院受療率
（人口10万対）

脳血管疾患
266人

虚血性心疾患
20人

（Ｈ23）

137人　
13人　

（Ｈ23)

高 血 圧 入 院
受療率

（人口10万対）

4人
（Ｈ23）

6人
（Ｈ23）

入院外受療率
（人口10万対）

脳血管疾患　94人
虚血性心疾患59人
（Ｈ23）

89人　
49人　

（Ｈ23)

高 血 圧 入 院
外受療率

（人口10万対）

530人
（Ｈ23）

529人
（Ｈ23）

高血圧症治療薬服薬者
割合（40～74歳）

21.4％
（Ｈ22）

19.7％
（Ｈ22）

脂 質 異 常 症
治 療 薬 服 薬
者割合（40
～74歳）

13.5％
（Ｈ22）

11.6％
（Ｈ22）
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３　糖尿病

　糖尿病は、食生活の欧米化、運動不足等の生活習慣の変化により急激に増加しており、今後、高齢

化の進展に伴いますます増加していくと考えられます。

　糖尿病は、適切な治療を受けずにいると、心血管疾患のリスクが高まります。また、神経障害、網

膜症、腎症、足病変などの合併症を引き起こし、失明に至る場合や透析治療が必要となる場合等があり、

生活の質や社会経済的活力にも大きな影響を及ぼします。このため、糖尿病にならないための生活習

慣の実践を推進し、発症予防により有病者の増加を抑制するとともに、重症化の予防対策も重要となっ

ています。

　近年、糖尿病とがん、歯周病、うつなど各種疾患との関連が指摘されています。

○現状と課題
　・本県の平成22年度の糖尿病による通院者数は約４万８千人で、増加傾向にあります。

　・平成20年の糖尿病の受療率は、187人（全国168人）で、全国より高くなっています。

　・国民健康保険の特定健診結果を見ると、HbA1c 有所見者の割合は50歳代以降では男女とも６割

以上となっています。なお、血糖コントロール不良者（HbA1c が JDS 値8.0％（NGSP 値8.4%）

以上の者）の割合は1.3％となっています。

　・新規透析導入患者の原疾患として、糖尿病腎症が４割であり、原因の第１位となっています。

また、糖尿病腎症による新規透析導入患者数は年々増加傾向にあります。

（※）HbA1c とは、採血時から過去１～２か月の平均血糖値を反映し糖尿病の診断に用いられるとともに、血糖コントロー
ル状態の指標となる。

■富山県の糖尿病による通院者数の年次推移

0
S61 H元 H4 H7 H10 H13 H16 H19 H22（年）

1

2
1.2 1.2

3

4

5

6
（万人）

出典：国民生活基礎調査（厚生労働省）
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○取組みの基本方向
　・糖尿病にならないための生活習慣づくりにより糖尿病の有病者数を減少させるとともに、かかり

つけ医、専門医等の連携体制を促し、血糖値の適正管理により合併症の減少を目指します。

　・糖尿病と診断されながら未治療である者を減少させ、適切に治療を受ける者を増加させるため、

糖尿病治療の重要性に対する認知度を向上させ、また、未治療者にはより積極的な保健指導等を

行うなど、適切な治療の開始・継続を支援する体制づくりを推進します。

○ 主な施策
　・糖尿病発症予防のための正しい知識や生活習慣づくりの普及啓発、健康教育を推進

　・糖尿病予備群が糖尿病に移行しないよう保健指導等を強化

　・糖尿病及び合併症に対する継続的な管理・指導に対応するため、専門指導者の育成支援を推進

　・「糖尿病重症化予防対策マニュアル」の普及による、かかりつけ医と専門医との診療ネットワー

クや保健と医療の連携体制の構築による重症化予防の推進

　・「糖尿病診療用指針」等の活用によるかかりつけ医の糖尿病の診療、指導能力の向上の推進

　・国の「腎疾患対策検討会」における疫学調査結果等を踏まえ、ＣＫＤ（慢性腎臓病）対策に適切

に対応

　・学校と医療、保健機関等との連携による小児糖尿病患者への支援

■年間新規透析導入患者の推移

0
H17 H18 H19 H20 H21 H22

糖尿病腎症 全国

糖尿病腎症 富山県

慢性糸球体腎炎 全国

慢性糸球体腎炎 富山県

腎硬化症 全国

腎硬化症 富山県

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0
（％）

（年）
出典：日本透析医学会
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○県民等に期待する主な役割
★県民
　・糖尿病に関する正しい知識を持ち、発症要因となるエネルギーの摂りすぎや運動不足などの生活

習慣の改善
　・健康診断や特定健康診査の定期的な受診

★医療保険者・事業主
　・定期健康診断・特定健康診査や保健指導の実施、肥満や高血糖などの危険因子を有する人に対す

る精密検査の受診勧奨や治療の促進
　・保険者は、糖尿病予備群などハイリスク者に対する、特定保健指導による生活改善指導など事後

フォローの充実、個々の健康管理の支援、透析（糖尿病腎症）、失明（糖尿病網膜症）等合併症
の予防

★医療機関・薬局
　・かかりつけ医と専門医が連携した重症化予防体制の構築

★健康づくり関連団体、民間企業等
　・地域住民や従業員、被保険者・被扶養者に対する健康的な生活習慣づくりの普及啓発や健康教育

プログラムの普及の推進
　・患者会などの自助グループにおける患者同士の支えあいによる自己管理の推進
　・日本糖尿病協会富山県支部が実施している糖尿病サマーキャンプ等への支援　

★市町村
　・地域住民に対する健康教育の実施や健康情報の提供などメタボリックシンドロームの発症予防や

糖尿病にかからないための生活習慣づくりの支援
　・自助グループの活動支援

糖尿病重症化予防連携体制のイメージ図

出典：糖尿病重症化予防対策マニュアル（富山県）

保健指導体制

関係機関

厚生センター

市町村

健康増進事業
担当

ポピュレーションアプローチ
要指導者の保健指導
医療機関への受診勧奨等

かかりつけ医

糖尿病非専門医
糖尿病専門医

（日本糖尿病学会認定）

糖尿病診療ネットワーク

関連専門医

専門的な診療が
可能な病院

眼科医

医療保険者
（国保）

教育担当福祉担当

訪問介護
ステーション

介護保険
サービス事業所調剤薬局 健康増進施設

介護保険者
地域包括支援
センター

○教育施設（日本糖尿病学会認定
　および関連施設）

○日本糖尿病学会認定専門医が所属し、
　紹介基準に相当する機能を有する病院

歯科医

腎臓
専門医

循環器
専門医
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○目標値

　　 知って防ごう！糖尿病　中断、放置は重症化
　糖尿病は、生活スタイルの欧米化や不摂生な生活、遺伝的背景等が複雑に関係し発症します。
発症早期からの適切な治療を怠るとさまざまな合併症を引き起こします。糖尿病患者は年々増加
し、それに伴い糖尿病腎症による透析患者など重篤な合併症をもつ患者も増加しています。
　富山県では、医療機関や保健指導機関の連携強化を促進し、糖尿病合併症の発症や進行予防を
図るため、「糖尿病重症化予防対策マニュアル」や「糖尿病診療用指針」の作成、周知を進めて
います。

指標名 現状値（県） （参考：全国） 目　標 目標の考え方

血糖コントロール指標
におけるコントロール
不良者の割合

1.2％
（Ｈ22）

1.2％
（Ｈ22）

1.0％ 健康日本21と同じ目標

糖尿病合併症（糖尿病
腎症による年間新規透
析導入患者数）の減少

130人
（Ｈ22） ― 減少傾向へ

（再掲）特定健康診査
の実施率の向上

49.5％
（Ｈ22年度）

42.6％
（Ｈ22年度）

70％
（Ｈ29）

富山県医療費適正化計
画と同じ目標

（再掲）特定保健指導
の実施

13.3％
（Ｈ22年度）

13.3％
（Ｈ22年度）

45％
（Ｈ29）

富山県医療費適正化計
画と同じ目標

＜参考値＞

血糖コントロール指標
における受診勧奨者の
割合

8.8％
（Ｈ22）

7.2％
（Ｈ22）

糖 尿 病 治 療
薬 服 用 者 割
合 （ 4 0 ～
74歳）

4.8％
（Ｈ22）

4.3％
（Ｈ22）

入院受療率
（人口10万対）
入院外受療率

（人口10万対）

29人
（Ｈ23）
219人

（Ｈ23）

19人
（Ｈ23）
166人

（Ｈ23）

HbA1c が JDS 値8.0%
（NGSP 値8.4%） 以 上 の
者の割合の減少

HbA1c が JDS 値6.1%
（NGSP 値6.5%） 以 上 の
者の割合の減少
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４　慢性閉塞性肺疾患（COPD）

　慢性閉塞性肺疾患（COPD）は、主として長期の喫煙によってもたらされる肺の炎症性疾患で、咳・

痰・息切れを主要な症状として緩やかに呼吸障害が進行します。かつて肺気腫・慢性気管支炎と称さ

れていた疾患が含まれています。

　COPD の主要原因は、長期の喫煙習慣であり、過去のたばこ消費量による長期的な影響と急速な高

齢化によって、今後、罹患率、有病率の増加が続くとともに、死亡原因として急速に増加すると予測

されています。

　COPD は、禁煙による発病予防と、薬物等による改善が期待できる疾患であり、早期発見による治

療が求められています。

○現状と課題
　・世界的に見ると、COPD 患者数は２億人、年間死亡者は300万人と推定されています。

　・ＷＨＯは、緊急のたばこ対策等を行わなかった場合、COPD による死亡は今後10年間で30％増

加すると推定しています。

　・我が国でも COPD による死亡数は増加傾向にあり、2010年には16,293人となり、死亡順位

９位、男性では７位になっています。

　・富山県における COPD の死亡者数は年々増加しています。

　・COPD の原因の90％はたばこ煙であり、喫煙者の20％が COPD を発症するとされています。

　・COPD は「肺の炎症性疾患」と位置付けられており、心血管疾患、消化器疾患、糖尿病、骨

粗鬆症、うつなどの併存疾患が多く、COPD の抑制はこれらの疾患の低減効果の可能性も期

待されています。

　・COPD が県民の健康増進にとってきわめて重要な疾患であるにもかかわらず、十分に認知されて

いません。

■富山県におけるＣＯＰＤの死亡者数・死亡率の年次推移
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出典：保健統計年報（富山県）
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○取組みの基本方向
　・COPD は、県民に十分認知されていないことから、普及啓発による認知度を急速に高めるとともに、

罹患率等の把握に努めます。

　・COPD は、喫煙が最大の発症要因であるため、禁煙や受動喫煙対策などのたばこ対策を推進します。

○主な施策
　・COPD に関する普及啓発の推進

　・COPD の罹患率、死亡率などの現状の把握

　・学校保健との連携による喫煙防止の実施

　・効果の高い禁煙支援に関する情報の提供

　・庁舎や保健施設、福祉施設や体育施設、文化施設などにおける禁煙の推進

　・「健康づくり協力店」における禁煙店舗の登録や受動喫煙防止ステッカーの普及など、受動喫煙

防止対策の推進

■ COPD の治療　健康日本21（第2次）より

　COPD に対する治療の基本は気管支拡張薬であり、長時間作用型抗コリン薬が
第一選択とされ、長時間作用型β刺激薬および吸入ステロイド薬が併用される（注）。
治療によって、短期的には症状（息切れ）、呼吸機能が改善し、長期的には QOL
の改善、増悪頻度の減少、進行の抑制、生命予後の改善が期待できる。

（注）日本呼吸器学会『COPD（慢性閉塞性肺疾患）診断と治療のためのガイドライン第3版』2009年

■ＣＯＰＤの認知状況（N=10,000）

出典：GOLD (The Global Intiative for Chronic
　　　Obstructive Lung Disease）日本委員会調査

知らない
74.8%

どんな病気か
よく知っている
7.1％

名前は聞いた
ことがある
18.1％
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○県民等に期待する主な役割
★県民

　・COPD についての理解の促進

　・たばこが健康に及ぼす影響についての十分な理解、受動喫煙防止への協力

　・ 禁煙クリニック・禁煙外来等を活用するなど、積極的な禁煙の実践

★保育所・幼稚園・学校

　・喫煙防止教育の推進

　・保護者への受動喫煙の害に対する理解の普及啓発

★医療保険者・事業主

　・特定保健指導における禁煙指導の強化

　・喫煙が健康にもたらす影響についての正しい知識の普及啓発

　・職場における受動喫煙防止や禁煙の推進

★医療機関・薬局

　・COPD の治療を推進

★健康づくり関連団体、民間企業等

　・COPD の普及啓発を実施

　・受動喫煙防止対策を推進

★市町村

　・地域住民に対する COPD の普及啓発を推進
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○目標値

　　《COPD 問診票》

質　　　問 選　択　肢 ポイント

1 あなたの年齢はいくつですか？

40～49歳 0

50～59歳 4

60～69歳 8

70歳以上 10

2

1日に何本くらいタバコを吸いますか？（もし今
は禁煙しているならば、以前は何本くらい吸って
いましたか）いままで、合計で何年くらいタバコ
を吸っていましたか？（1日の本数×年数）

0～299 0

300～499 2

500～999 3

1,000以上 7

3
あなたの体重は何キログラムですか？
あなたの身長は何センチメートルですか？

（BMI ＝体重（kg）/ 身長（m）2）

BMI<25.4 5

BMI25.4～29.7 1

BMI>29.7 0

4 天候により、咳がひどくなることがありますか？

はい、天候によりひどくなることがあります 3

いいえ、天候は関係ありません 0

咳は出ません 0

5 風邪をひいていないのに痰がからむことがあり
ますか？

はい 3

いいえ 0

6 朝起きてすぐに痰がからむことがよくあります
か？

はい 0

いいえ 3

7 喘息（ゼイゼイ、ヒューヒュー）がよくあります
か？

いいえ、ありません 0

時々、もしくはよくあります 4

8 今現在（もしくは今まで）アレルギーの症状は
ありますか？

はい 0

いいえ 3

指標名 現状値（県） （参考：全国） 目　標 目標の考え方

ＣＯＰＤを認知して
いる県民の増加

― 25％ 80％ 健康日本21と同じ目標

COPD を知っていますか？

※　17ポイント以上：COPD の可能性あり
　　16ポイント以下：COPD の可能性は低い

資料：IPAG 診断・治療ハンドブック日本語版　慢性気道疾患プライマリケア医療ガイド
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１　こころの健康

　こころの健康は、いきいきと自分らしく生きるための重要な条件であり「生活の質（QOL）」に大

きく影響を与えるものです。こころの健康を保つには、身体の健康と同様に適度な運動やバランスの

とれた栄養・食生活のほか、心身の疲労の回復と充実した人生を目指す休養や十分な睡眠をとり、ス

トレスと上手につきあうことが重要です。

　また、こころの健康を守るためには、社会環境からのアプローチも重要です。特に、うつ病は、こ

ころの病気の代表的なものですが、多くの人が罹患する可能性を持つ精神疾患であり、自殺の背景に

多く存在することが指摘されており、社会全体で取り組んでいく必要があります。

○現状と課題
　・富山県の自殺者数は平成10年に300人を超えてから平成15年の356人をピークに近年は減少

傾向にあります。

　・社会経済環境の複雑化に伴い、６割を超える人がストレスを感じており、こころの健康問題を抱

える人が多くなっているとみられます。

　・精神疾患の通院医療費を公費で負担している患者数は年々増加傾向にあり、疾患別では統合失調

症が約45％、次いでうつ病を含めた気分障害が約30% となっています。

■富山県の自殺者数・自殺死亡率（人口10万対）の年次推移

■ストレスの状況（成人）
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出典：健康づくり県民意識調査（富山県）

出典：人口動態統計（厚生労働省）
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3.8

社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上
第 3 章
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○取組みの基本方向
　・こころの不調に気付いたときに早期に相談や受診できるよう、こころの健康に関する正しい知識

の普及啓発を行います。

　・こころの健康や精神疾患等について、気軽に相談できる体制を充実します。

　・学校、職場、地域等と連携し、ライフステージに応じたうつ病やひきこもり等の対策を推進します。

○主な施策
　・統合失調症やうつ病、アルコール依存症など、こころの病気に関する正しい知識の普及啓発、地

域社会の理解と協力の促進

　・学校、職場、地域等や専門機関である心の健康センターなどでのこころの健康に関する相談体制

の充実

　・各種専門相談機関や保健・医療・福祉 ･ 教育・労働等の関係者に対するうつ病等のこころの健康

に関する研修の充実

　・うつ病の早期発見・早期治療を図るため、精神科医と一般かかりつけ医との連携の推進

　・県ひきこもり地域支援センターの充実など、ひきこもり対策の推進

　・市町村や相談機関、関係団体と連携した総合的な自殺防止対策の推進

　・各種専門相談機関や保健・医療・福祉・教育・労働等の関係機関とのネットワークの強化

■精神科病院入院患者及び公費負担通院患者数の年次推移

0
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精神科病院入院患者数 公費負担通院患者数
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出典：県健康課調
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○県民等に期待する主な役割
★県民

　・こころの健康に対する正しい知識の取得

　・認知症に対する正しい知識の習得と早期の相談・受診

　・自分や家族のこころの不調に気づいた場合の早期の相談・受診

　・適切な運動、栄養・食生活、休養、睡眠、ストレス対策の実践

★学校等

　・こころの健康についての正しい知識を普及啓発

　・スクールカウンセラーやこころの教室相談員の配置など相談体制の充実

　・総合教育センター内の「いじめ相談電話」における24時間いじめ相談の実施

　・「子どもほっとライン」における相談の実施

★医療機関・薬局

　・かかりつけ医、精神科医、産業医との連携を強化

　・うつ病、認知症等の精神疾患の診断技術等の向上

　・向精神薬の適正使用の普及啓発

★医療保険者 ･ 事業主

　・地域との連携等によるこころの健康に関する普及啓発

　・事業主による、作業環境の改善やこころの健康の相談体制整備、教育研修の実施

★健康づくり関連団体、民間企業等

　・民生委員・健康づくりボランティア等による、こころの健康の正しい知識の普及啓発の推進

　・精神保健福祉に関する各種団体による、こころの病気や精神障害に関する正しい知識の普及啓発

★市町村

　・各種団体・学校・職域等と連携し、こころの健康に関する相談体制の充実

　・こころの健康に関する正しい知識の普及啓発

　・認知症患者の見守り・サポート体制の充実
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○目標値

　　　touch hearts.　つながろう、心と心。

　「Touch hearts.（タッチハート）」は、こころと
こころのつながりをイメージした富山県における自殺
予防・防止のシンボルマーク・キャッチフレーズです。
　こころとこことのふれあいを深め、社会全体で支え
合い、尊い命を守りたいという願いがこめられていま
す。

指標名 現状値（県） （参考：全国） 目　標 目標の考え方

自 殺 死 亡 率（ 人 口10
万 人 当 た り の 自 殺 者
数）の減少

23.0人
（Ｈ22）

23.4人
（Ｈ22） 20.7人以下

（Ｈ33）
現況よりも10％以上の
減少を目指す。

気分障害・不安障害に
相 当 す る 心 理 的 苦 痛
を 感 じ て い る 者 の 割
合の減少（20歳以上）

11.0％
（Ｈ22）

10.4％
（Ｈ22） 10％ 現況よりも１％以上の

減少を目指す。

＜参考値＞

ス ト レ ス を 感 じ た と
き、 ど う し た ら よ い
かわからない者の減少

（高校3年生）

男性11.7％
女性15.3％
（Ｈ23）

―

職場のこころの健康
づくり取組状況

28.5％
（Ｈ22） ―

人 口10万 人 当 た り の
気分障害における入院
受療率

29人
（Ｈ23）

23人
（Ｈ23）

人 口10万 人 当 た り の
気分障害における入院
外受療率

34人
（Ｈ23）

59人
（Ｈ23）
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２　次世代の健康

　生涯を通じ、健やかでこころ豊かに生活するためには、妊娠中や子どもの頃からの健康が重要です。

妊娠前・妊娠期の心身の健康づくりを行うとともに、子どもの健やかな発育とより良い生活習慣を形

成することが、その後の成人期、高齢期等の生涯を通じた健康づくりにつながっていきます。また、

子どもが成長し、やがて親となり、その次の世代を育むという循環においても、子どもの健やかな発

育や生活習慣の形成はその基礎となります。

　子どもの健康な生活習慣の形成のためには、家庭、学校、地域、企業、民間団体等が連携し社会全

体で取り組んでいくことが必要です。

○ 現状と課題
　・ハイリスク妊婦や低出生体重児等の割合が増加しています。

　・朝食を食べている子どもの割合は約9割です。

　・幼少時の食習慣は成人期の食習慣に影響を与え、成人男性の欠食者で、朝食を食べなくなった

時期が、小・中学の頃と高校生の頃とした者を合わせると約1／4、高校を卒業した頃が約1／3

を占めています。

　・健康で活力に満ちた長寿社会の実現に向け、子どもの頃からの心身の健康の保持・増進や体力の

向上を図ることが重要ですが、運動やスポーツを習慣的にしている子どもの割合は、男女とも全

国平均を上回っています。

　・一方、全国体力調査において、例えば中学生では、男子の9.3％、女子の31.1％が１日平均で

10分足らずしか身体を動かしていないという実態が示されるとおり、運動習慣の二極化の進行

が指摘されています。

■低出生体重児の出生の年次推移
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出典：人口動態統計（厚生労働省）

※

※全国：平成2年まで2,500g以下
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○取組みの基本方向
　・母と子の保健医療等の充実を図り、安心して安全に子どもを生み育てることのできる環境の整備

に取り組みます。

　・学校と家庭、地域が一体となって子どもの運動の習慣化や体力向上に取り組みます。

　・また、食を大切にする心を育む食育及び健康教育を推進します。

　・地域活動を通じて社会性を身につけ豊かな心を育む地域の教育力の充実に努めます。

○主な施策
　・子どもの健やかな成長のための、母と子の身体と心の健康づくりの推進

　・母と子の絆や子どものこころと身体を育てるための、母乳育児の推進

　・妊娠・出産や乳幼児の健康などに関する情報提供、専門相談などの充実

　・親子の運動遊びやスポーツ教室等、児童生徒の発達段階に応じた「元気っ子育成計画」の実

施や、「きときと夢体操」の普及など、幼稚園、保育所、学校と家庭、地域が連携した子どもの

運動習慣の定着や体力の向上の推進

　・子どもや保護者に対する望ましい食習慣の定着と健康教育の推進

　・家族そろって食事をするなどの機会を提供する「とやま子育て応援団」制度の普及と利用の促進

　・ふるさと学習や自然体験活動を通じた地域ぐるみでの心豊かな子どもたちの育成
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小学校5年生男子小学校5年生 中学2年生 小学校5年生女子

44.4

■運動やスポーツを習慣的にしている子どもの割合■朝食を食べている子どもの割合
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出典：とやまゲンキッズ作戦ノート集計結果（H22）
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○県民等に期待する主な役割
★県民

　・健診等を通じた妊産婦・乳幼児の健康管理の推進

　・子どもの望ましい生活習慣づくりの実践

　・子どものこころと身体を育てる体験・交流活動への参加と協力

★保育所・幼稚園・学校

　・幼児、児童、生徒の日常生活の中での身体活動増加の推進

　・食生活や栄養などに関心を持つための健康教育の実施

　・心豊かな子どもたちの育成の推進

★ 医療保険者・事業主

　・安全で安心な妊娠・出産、子育てしやすい職場環境の整備・促進

　・「社会に学ぶ14歳の挑戦」など体験学習の受け入れ支援

　・疾病予防や健康保持増進のための保健事業の充実

★医療機関・薬局

　・地域医療の推進と母子保健・思春期保健との連携

★健康づくり関連団体、民間企業等

　・母子の健康づくりに関する知識の普及啓発

　・母子保健推進員（※）による、母子の健康づくりに関する普及啓発と行政との連携の推進

★市町村

　・地域の実情に応じた子育て支援施策の実施

　・妊産婦・乳幼児の健診の実施や相談体制の充実

　・社会全体で子育てを支援する気運の醸成

　・保育所・幼稚園・学校等と地域の連携促進
（※）母子保健推進員とは、市町村から委嘱された子育てを応援するボランティア。地域の子育ての相談者や、家庭と保健

センター等とのパイプ役として、家庭訪問・健診の協力などで活躍。

富山県母乳育児推進マーク

お母さんのあたたかい腕に抱かれて母乳を飲む赤ちゃん。
母と子の深い絆を表しました。

「赤ちゃんにやさしい病院」

　世界保健機構（WHO）と国連児童基金
（ユニセフ）が認定する「赤ちゃんにやさ
しい病院（BFH）」が、全国では66施設、
富山県では4施設（H24.10月）認定され
ています。
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○目標値

みんなで育てる　とやまっ子

　子どもたちの笑顔と元気な声があふれる活気のある地域社会を実現することは、私たち県民の願
いです。子どもたちが、家族の愛情に包まれながら、また、地域の様々な人々に見守られ、たくま
しく健やかに育つ地域社会づくりを進めましょう。

指標名 現状値（県） （参考：全国） 目　標 目標の考え方

全出生数中の低出生
体重児の割合の減少

8.7％
（Ｈ23）

9.6％
（Ｈ23） 減少傾向へ 健康日本21と同じ目標

母乳育児（３か月児）
率の増加

68.2％
（Ｈ23）

56.8％
（Ｈ22） 増加傾向へ

全国平均（56.8%）よ
り高いが引続き向上を
目指す。

朝ごはんを食べている
子どもの割合の増加

小学５年生
93.3％

中学２年生
89.5％

（Ｈ22）

ー 100％ に 近
づける。 健康日本21と同じ目標

（再掲）運動やスポー
ツを習慣的にしている
子どもの割合の増加

男子（小学５年生）
69.6％

女性（小学５年生）
44.4％

（Ｈ22）

61.5％　

35.9％　
（Ｈ22）

増加傾向へ 健康日本21と同じ目標

子どもの地域活動体験
率

小学６年生
77.7％

中学３年生
43.4％

（Ｈ22）

ー
現 況 以 上 を
目指す。
（Ｈ33）

育児休業取得率の向上
男性    1.0％
女性94.9％
（Ｈ23）

2.6％　
87.8％　

（Ｈ23）

5％以上
95％以上  

（Ｈ33）

男性は国の目標値に準
じる。女性はさらなる
向上を目指す。

＜参考値＞

正 期 産（37～41週 ）
の出生数に対する低出
生体重児の割合

5.7％
（Ｈ23）

6.0％
（Ｈ23）

早 期 妊 娠 届 出 率（11
週以内）

89.1％
（Ｈ23）

90.0％
（Ｈ23）
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３　高齢者の健康

　本県は、全国水準を上回るペースで高齢化が進んでおり、高齢者（65歳以上）の人口は平成17年

の28万８千人から平成22年には28万５千人へと増加しており、今後も増加していくことが見込ま

れています。（Ｐ8参照）

　一方、近年、健康寿命の延伸等により、元気な高齢者が増えています。このため、高齢者の健康づ

くりや生きがい対策をはじめ、社会活動や就業を促進し、高齢者が意欲や能力に応じて「社会の担い手」

として、様々な分野で生涯活躍することができる社会の実現が期待されています。

○現状と課題
　・県人口に占める高齢者の割合は年々増加し、平成22年は26.2％（全国：23.0％）と全国平均

よりも高くなっています。

　・要介護（要支援）認定者数は年々増加し、約５万人となっています。

　・介護を必要としない高齢者（65～74歳）の割合は、平成22年は96.4％（全国 95.8％）で全

国平均よりも高くなっています。

　・就業希望のある無職の高齢者の割合は、平成19年では19.3％で全国第５位となっています。

　・ボランティア活動に関わっている高齢者の割合は、平成18年では29.9％で全国第10位となっ

ています。

■県人口に占める高齢者割合の推移（全国・富山） ■県内の要介護（要支援）認定者数（65歳以上）の推移

15.0 0

10,000

要支援　　　要介護　　　対65歳人口比

20,000

30,000

40,000

50,000
30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0
（年）

65歳以上人口に
占める割合（％）

（人）

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22（年） H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

17.0

19.0

21.0

23.0
富山

全国

25.0

27.0
（％）

22,757
25,790

30,035

34,242
37,779

40,393
42,382 43,222

44,839 45,984
47,235

49,163

17.3

38,981

10,182

16.6

37,626

9,609

16.5

36,813

9,171

36,246

8,593

16.2 16.5

35,257

7,965

16.3

38,215

4,167

15.9

36,567

3,826

15.1

34,509

3,270

31,522

2,720

13.8

9.9
10.9

12.4

20,840
23,788

27,804

2,002 2,2311,917

出典：国勢調査（総務省）、富山県人口移動調査 出典：介護保険事業状況報告（厚生労働省）
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○取組みの基本方向
　・良好な栄養・食生活、身体活動・体力の維持や向上のための運動など、個々人にあった生活習慣

を普及するとともに、認知症対策やロコモティブシンドローム（運動器症候群）（※）等の予防、

口腔機能の維持・向上など、介護予防の充実を図ります。

　・元気な高齢者が、長年にわたり培った知識や経験を活かして、仕事や地域活動、ボランティア活

動に積極的に参加し、年齢に関係なく、持てる力を最大限に発揮できる「エイジレス社会（生涯

現役社会）」の実現に向け、意識の転換や社会活動等への参加を促進します。

○主な施策
　・老人クラブ等が実施する健康づくりや地域社会活動等の推進

　・健康的な生活習慣づくり、県民歩こう運動推進大会等による健康づくりの推進

　・介護予防に関する基本的な知識の普及啓発や市町村の介護予防活動への支援

　・地域包括支援センターによる高齢者の状態に応じた介護予防ケアマネジメントと、運動器の機能

向上、栄養改善、口腔機能の向上などの介護予防事業の実施

　・低栄養の予防のため、高齢期に不足しがちなタンパク質や脂質などの多様な食品を摂取するなど

正しい食生活の普及

　・ロコモティブシンドローム（運動器症候群）についての普及啓発の推進

　・認知症に関する正しい知識の啓発による早期発見、早期対応の推進

　・「65歳以上は老人」という意識の転換を図るための普及啓発

　・教養・趣味・スポーツ等の生きがい対策の充実や仲間づくり等の推進

　・高齢者の安定した雇用の確保の推進、起業や新分野進出に挑戦する高齢者への支援

　・シルバー人材センターの活動への支援や、「とやまシニア専門人材バンク」の設置など、高齢者

の就業機会の確保や高齢者人材の活用の促進

　・高齢者のボランティア・ＮＰＯ活動への参加促進を図る講座の開催や、相談窓口の設置

（※）ロコモティブシンドロームとは、運動器（骨・関節・筋肉など）の障害のために要介護になっていたり、要介護にな
る危険の高い状態をいう。（◆次ページ参照）

■県内の介護を必要としない高齢者の割合の推移(65～74歳)

95
H12 H14 H16 H18 H20 H21 H22 H23

96

（年）

97

98
（％）

出典：介護保険事業状況報告
　　　（厚生労働省）

97.2

96.5

95.8 95.8

96.2 96.3 96.396.4
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○県民等に期待する主な役割
★県民
　・個々の健康状態に応じた健康づくりや介護予防の実践
　・低栄養にならないよう、質のよい食事の摂取
　・散歩、ウォーキングなど年齢や体力に応じた無理のない身体活動・運動の実践
　・認知症等への理解の促進
　・仕事や趣味、ボランティア活動などを通した積極的な社会参加

★保育所・幼稚園・学校
　・三世代交流等の推進を図るなど、高齢者の社会活動への参加の促進

★医療保険者・事業主
　・ 特定健診・特定保健指導の実施、後期高齢者の健診の推進
　・ 定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等による高齢者の安定した雇用の確保の推進

★医療機関・薬局
　・ 適切な医療や医薬品の情報提供

★健康づくり関連団体、民間企業等
　・シルバー人材センターによる、高齢者人材の活用の促進　
　・いきいき長寿センターによる、健康と長寿に関する情報提供や高齢者の仲間作りの支援
　・老人クラブによる、一人暮らし老人等への訪問支援活動等の推進
　・高齢者総合相談センターによる、生活相談等の実施
　・市町村社会福祉協議会による、地域総合福祉推進事業（ふれあいコミュニティ・ケアネット21）

の推進
　・介護予防や認知症等に関する普及啓発

★市町村
　・高齢者の生きがい対策や社会参加活動の推進
　・健康づくりや介護予防の積極的な推進
　・見守り・話し相手、買い物代行など生活支援サービスの充実
　・在宅と施設のバランスの取れた介護サービス基盤の整備

（◆）ロコモ予防で、健康長寿

　骨、関節、筋肉など運動器の働きが衰えると、くら
しの中の自立度が低下し、寝たきりになる可能性が高
くなります。運動器の障害のため、要介護となった
り、要介護になる危険の高い状態をロコモティブシン
ドロームと言い、高齢化社会の健康保持には、ロコモ
予防の重要性が増しています。

ロコモの自己点検項目（出典：日本整形外科学会ホームページ）
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○目標値

いつまでもみんな元気。エイジレス社会の実現

　「65歳以上は老人」という意識を転換し、様々な可能性を有する高齢者が、健康で生きがいを持って暮
らし、その意欲と能力に応じて職場や地域で活躍するとともに、知識や経験、技能を次世代に継承するこ
とができる「エイジレス社会（生涯現役社会）」づくりを進めましょう。

指標名 現状値（県） （参考：全国） 目　標 目標の考え方

介護を必要としない
高齢者の割合の増加

82.7％
（Ｈ23）

83.1％
（Ｈ23）

83.1％
（Ｈ33）

介護予防の推進等によ
り、割合低下の抑制を
目指す。

（要支援・要介護認定を
受けていない高齢者の
割合）

ロ コ モ テ ィ ブ シ ン ド
ローム（運動器症候群）
を認知している県民の
割合の増加

― 17.3％ 80％ 健康日本21と同じ目標

低 栄 養 傾 向（BMI20
以下）の高齢者の割合
の増加の抑制

15.6％
（Ｈ22）

17.4％
（Ｈ22） 20％

健康日本21の目標の増
加率を考慮して設定
※県民健康栄養調査より

65～69歳の人口に
占める就業者の割合

40.5％
（Ｈ22）

38.9％
（Ｈ22）

現 況 以 上 を
目指す。

（Ｈ33）

地域で活動する高齢者
の人数

277人
（Ｈ23） ― 340人

（Ｈ33）

高齢指導者の登録者の
増加を目指す。

（とやまシニアタレント
バンク登録者数）

＜参考値＞

低 栄 養 傾 向（BMI20
未 満 ） の 高 齢 者（65
～74歳 ） の 割 合 の 増
加の抑制
※特定健康診査より

14.6％
（Ｈ22）

15.4％
（Ｈ22）

人口10万人
当 た り の 関
節 症 に お け
る 入 院 外 受
療率

236人
（Ｈ23）

191人
（Ｈ23）

認知機能低下ハイリス
ク高齢者の把握率の向
上

0.8％
（Ｈ22）

0.9％
（Ｈ21）

老 人 ク ラ ブ
の加入率

46.9人
（Ｈ22）

17.1人
（Ｈ22）

人 口10万 人 当 た り の
関節症における入院受
療率

9人
（Ｈ23）

11人
（Ｈ23）
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～　安全・安心な入浴のために　～
　寒い時期は入浴中の事故が発生しやすくなります。
　富山県では、入浴中の事故による死亡者は、交通事故よりも多くなり、平成23年は
100人以上の方が亡くなっています。
　入浴中の身体の変化等を知り、安全で安心な入浴に心がけましょう。

●安全・安心な入浴のための10か条
１　食べてすぐや空腹時、お酒を飲んだ直後、風邪をひいている等体調が悪い時、
　　朝早くや夜遅くなどの入浴は控えましょう！

２　ちょっとぬるめ（39～41℃）で10分前後が目安、
　　42℃はちょっと短め、熱すぎるお湯（43℃以上）は危険！
　　　心臓に負担が少ない半身浴がお勧めです。長湯はしないようにしましょう。

３　脱衣室や浴室を暖かくしましょう！
　　　浴槽への給湯をシャワーでする、浴槽のふたを開けておく、入る前に浴室全体に
　　　シャワーするなど浴室内を温かくする。
　　　脱衣室に暖房を入れ、温かくするよう工夫をしましょう。
　　　ご高齢の方には、浴室内が温まった二番風呂がお勧めです。

４　入浴前にコップ1杯の水分補給を忘れずに！
　　　入浴により汗をかき、脱水症状を起こすことがあります。

５　お風呂に入る時は家族に声をかけて入りましょう！
　　　家族も気をつけてときどき様子をみましょう。

６　浴槽に入る前にかけ湯をしましょう！
　　　心臓に遠いところから（足⇒おなか⇒胸）から静かにかけ湯をしましょう。

７　安全のために浴槽のふたを半分のせる等、ふらついた時に手をつけるところを確保
　　しましょう！

８　浴槽から上がる時は立ちくらみを防ぐため、ゆっくりと出ましょう！

９　入浴の後にも水分補給し、しばらく（30分程度）は立ちくらみしやすいので安静に。

10　転倒を防ぐため、脱衣室や浴室内の点検をしましょう！
　　　お風呂では、「溺れる」ほかにも、浴室等の床がぬれて滑りやすくなっていること
　　　による転倒の危険性が潜んでいます。

　これを機会に脱衣室や浴室などの点検をしてみましょう。
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１　健康なまちづくりの推進

　健康な生活は、県民の高い健康意識に支えられた主体的な活動によって、地域や日常の中で育まれ

ます。家庭や地域、学校や職場など、様々な場において県民の健康意識を高め、健康づくりの実践を

支援するため、社会環境等を含めた健康なまちづくりを推進することが重要です。

　富山県では、自然豊かな環境を生かした健康づくりを推進するとともに、健康づくりボランティア

等の活動や、保育所や幼稚園、学校や職場・企業、様々な機関や団体等との連携によるソーシャルキャ

ピタル（※）を重視した健康づくりを推進します。
　（※）人々の協調行動を活発にすることによって、社会の効率性を高めることのできる、「信頼」「規範」「ネットワーク」といっ
　　　 た社会組織の特徴

○受動喫煙のない環境づくり
　・病院、集会場、官公庁施設、飲食店など多数の者が利用する施設における禁煙、飲食店等の施設

の態様や利用者ニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策の推進

　・職場における禁煙や受動喫煙防止対策の推進

　・家庭における受動喫煙の防止の推進

　　　　★受動喫煙の機会を有する者の割合の低下　　　行政機関、医療機関０％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受動喫煙のない職場の実現

○質のよい栄養バランスの取れた食事がとれる環境の整備
　・飲食店における栄養成分表示の推進（健康づくり協力店の増加）

　・コンビニやスーパーなど民間企業と連携した栄養バランスのよい弁当等の共同開発

　・子どもから高齢者までの各ライフステージに応じて、家庭を中心に、学校、職場、地域、関

係団体・企業などが連携した「食育」の総合的な推進

　　　　★健康づくり協力店登録数の増加　　　　　　　370店舗（H28）

○運動しやすい環境の整備
　・地域における公園、遊歩道、レクリエーション施設、ウォーキングコースなどの健康づくりに関

する資源の積極的な利用を促進するような環境整備

　・誰もが身近なスポーツ施設で気軽にスポーツに親しむことができるよう総合型地域スポーツクラ

ブの支援の推進

　・ノーマイカー運動やパークアンドライドの推進を通じた、県民の生活の中における歩くことの

きっかけづくりと習慣化の促進

健康を支える環境づくりの推進
第 4 章
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　・身近な場所で健康増進に取り組むことができるよう、国際健康プラザを中心に県内の健康増進施

　　設等のネットワーク構築の支援

　　　　★総合型地域スポーツクラブへの加入者数の増加　　　　　　50,000人 (H33)

○健康づくりボランティアなどによる地域の健康づくりの推進
　・運動や栄養など健康に関する学習や地域ぐるみの活動を進める健康づくりボランティアや自主グ

ループの活動の推進  

　・住民の創意工夫による地域の健康づくり資源や健康づくりマップなど健康情報の提供の推進

　　　　★健康づくりボランティア活動　　　食生活改善推進員、ヘルスボランティア

　　　　　をしている人の増加　　　　　　　母子保健推進員などの増加

○職場におけるこころと身体の健康づくりの推進
　・職場におけるこころの健康や生活習慣病予防、女性の健康とライフバランスなどの意識啓発の推

進

　・年次有給休暇の取得促進や所定外労働時間の削減など労働環境や労働時間の改善の促進

　・仕事と子育て両立支援推進員による一般事業主行動計画の策定及び取組みへの支援

　・経営トップの子育て応援宣言や行動計画等の公表による、企業における両立支援の取組みの促進

　・仕事と生活の調和の実現に向けた意識啓発

　　　　★週労働時間60時間以上の雇用者の割合の減少 　平成19年の１割以上減少 (H26)

　　　　★育児休業取得率の増加　　　　　　　　　　男性5％以上、女性95％以上 (H33)

○高齢者がいきいきと元気に生活できるような社会環境整備
　・教養、趣味、スポーツ等の生きがい対策の充実や仲間づくり等の推進

　・老人クラブ等が実施する健康づくりや地域社会活動等への支援

　・「65歳以上は老人」といった意識の転換を図るための普及啓発など「エイジレス社会（生涯現役

社会）」づくりの推進

　・シルバー人材センターの活動への支援や「とやまシニア専門人材バンク」の設置など、高齢者人

材の活用の促進

　　　　★地域で活動する高齢者の人数の増加　　　　とやまシニアタレントバンク

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　登録者数　　344人 (H33)　
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○ 子どもの豊かなこころと健やかな身体の育成のための環境整備
　・富山の豊かで厳しい自然と風土に育まれたふるさとの歴史や暮らしについて学び、理解を深める

機会の充実

　・「社会に学ぶ『14歳の挑戦』」など生活習慣や規範意識、社会に貢献する意欲・態度等の道徳性

や社会性を育む教育の充実とボランティア活動等社会体験活動の推進

　・幼稚園・学校と家庭や地域が連携した「元気っ子育成計画」の実施など児童生徒の運動習慣の定

着と体力向上の推進

　・学校における養護教諭を中心とした子どもたちの健康づくりの推進や、いじめ、不登校、こころ

の健康問題などへの適切な対応

　・学校における栄養教諭を中心とした食に関する指導など児童生徒の望ましい食習慣の定着と健康

教育の推進

　　　　★子どもの地域活動体験率の増加　小学6年生77.7%、中学3年生43.4％以上 (H33)

○健康情報の提供体制の整備
　・健康づくりに関する各種団体、市町村と連携した、健康情報やイベント等の情報の効果的な提供

　・市町村と連携した、健康づくり対策に関する各種の取組み方策や健康指標を分析・評価した情報

提供の推進

　・地域保健、学校保健や産業保健と連携した、体系的な健康情報の提供の推進

　・広報誌やホームページ、マスメディア、CATV（ケーブルテレビ）など多様な媒体を活用した情

報提供や普及啓発の推進

○調査研究
　・厚生センター・保健所は、地域保健の広域的、専門的かつ技術的拠点として、各地域の健康課題

に即した調査及び研究の積極的な推進、市町村等の調査研究への支援

　・地域保健、産業保健、学校保健など保健サービスの提供機関における、効果的な事業の展開のた

めの調査・研究の促進

　・研究機関・大学・国・市町村等と連携した調査・研究の推進

　・各市町村における健康状態や生活習慣の状況の差の把握に努めるなど、健康格差のない県づくり

の推進
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２　富山の資源を活かした健康づくりの推進

　本県は、癒し効果があるとされる温泉や森林、深層水等の全国に誇れる豊かな自然や、安全でおい

しい食、300年以上の歴史を有する「くすり」の伝統に裏打ちされた医薬・バイオの研究開発など、

健康・医療等の分野で非常に高いポテンシャルを有しています。

　県民がいきいきと暮らすことができる社会の実現に向け、本県が有するこうした優れた基盤等を活

かしながら、健康増進に関する研究や、医薬品産業の育成、ライフサイエンス分野の研究開発を促進

します。

○豊かな自然や食を活かした健康づくり
　・温泉浴やトレッキング、エステと健康診断等を組み合わせたメニューなど、温泉や森林などを活

かした健康づくり

　・深層水を活用した健康増進の研究や商品開発

　・「健康」や「癒し」をテーマとした、本県ならではの観光素材を組み入れたヘルスツーリズムの

促進

　・地場産食材や伝統食文化を活かした「富山型食生活」の普及

○「くすりの富山」の伝統を活かした健康づくり
　・配置薬システムの活用による県民の健康意識の向上や、セルフメディケーションの推進

　・富山県薬事研究所や富山大学薬学部などによる薬用植物等の活用や、和漢薬・薬膳等の「富山の

くすり」文化を活かした健康増進

○医薬・バイオなど健康関連産業の育成
　・「ほくりく健康創造クラスター」のバイオ関連技術の研究成果を活かした、新しい診断機器や医

薬品・機能性食品素材の開発、ベンチャー企業の育成などの促進

　・大学や薬事研究所を活用した産学官連携の推進、世界の薬都スイス・バーゼルとの交流などに

よる、製造技術力・製剤開発力の強化と世界市場への展開を見据えた医薬品産業の振興

　・医薬・福祉分野とものづくり分野の関係者のネットワーク構築による、医療機器等の研究開発の

ための医療現場のニーズとものづくり企業の技術シーズのマッチングなど、医薬工連携の取り組

みへの支援

　・深層水を活用した新商品の開発や販路開拓の支援など、深層水関連産業の振興
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１　推進・評価体制の整備

　本計画の推進にあたっては、県民一人ひとりの健康づくりの取組みを基本とし、その取組みを行政

だけでなく、地域や学校、職域など社会全体で支援し、県民の創意と活力により目的が達成されるよ

う県民運動としていく必要があります。

　そのため、市町村及び県、健康づくりに関する団体や各関連機関等が連携を図りながら、それぞれ

の役割分担に基づいた計画作りや事業展開など各課題に取り組むことが重要です。

（１）県における推進体制
　富山県健康づくり県民会議が計画推進の中核となり、健康づくり活動の評価や方向性を検討するな

ど進行管理を行います。

　また、本県の「地域・職域連携推進協議会」として富山県健康づくり県民会議保健事業検討部会を

置き、労働局、保険者、産業保健推進センター、地域産業保健センター及び関係機関等と連携を推進

するほか、厚生センター・保健所単位においても、管内の関係者の参画のもと協議会を設置して、連

携を進めます。

　厚生センター・保健所は、専門的・広域的な機能を生かし、市町村における健康増進計画の策定へ

の支援や計画に基づく活動の支援などを通じ、効果的な健康づくり活動の展開を図ります。

　心の健康センターは、県民の心の健康づくりに関する知識の普及や相談指導をはじめ市町村、厚生

センター、保健所における精神保健福祉活動の支援を行い、県民の心の健康づくりを推進します。

（２）市町村における推進体制
　市町村は住民に直接保健サービスを提供する機関であり、地域の健康づくりの中心的役割を担って

います。市町村健康づくり推進協議会など住民が参画した組織が計画推進の中核となり、市町村健康

増進計画の策定、健康づくり活動の評価や方向性を検討するなど進行管理に努めます。

　また、市町村は、医療保険者（市町村国保）として実施する保健事業と連携を図るとともに関係機

関や団体の協力や参画により事業を推進し、住民の主体的な健康づくりの実践を推進します。

２　進行管理と評価システムの確立

　市町村や県、医療保険者などは、健康づくり活動を効果的に推進するために、計画・実施・評価・

改善という一連のサイクルを確立し、健康づくり活動の現実を踏まえ、段階的に向上させていく必要

があります。

計画の推進・評価
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　県は市町村が健康づくりを効果的に行うことができるよう、健康づくり活動の評価、モニタリン

グ体制の整備、保健情報の解析機能の強化、情報提供のシステム作りなどを行います。

　県はこの計画に掲げた目標の達成度について評価を行い、富山県健康づくり県民会議において、

健康づくり活動の成果や戦略の妥当性などを検討します。

　市町村及び県は、施策や事業の進捗状況とその成果を県民にわかりやすく情報提供するとともに、

一層の県民の参画を求めていきます。

計画の実施と推進体制の評価

Plan
計　画

Do
実　施

Check
評　価

Action
改　善

Plan
計　画

Do
実　施

計　　画
○基本計画と行動計画の策定

実　　施
○行動計画に基づく効果的な事業
の実施

○各団体の自主的な取組み

評　　価
○事業の実施やプロセス評価
○目標の達成度の評価
○調査の実施

改　　善
○評価結果を踏まえ、施策や事業
の企画立案や改善の検討
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　本計画における効果的な健康づくりの推進には、県民一人ひとりが主体的に健康づくりを実践する

とともに、それを支える地域や職域等での支援や環境づくりの取り組みが重要です。本県においては、

富山県健康づくり県民会議が中心となり、様々な関係機関と連携しながら、家庭、地域社会、学校、

職場など様々な場において、子どもの頃からの健康的な生活習慣づくり、ライフステージに応じた健

康づくりについての普及啓発や取組みを県民運動として推進します。

取組主体 主な役割

県民
○こころの発達や健康的な生活習慣の確立に向けて、家族ぐるみで取り組みます。
○地域の健康づくり活動に積極的に参加して、健康を視点としたまちづくりを推

進します。

ボランティア・地域の各種
団体
・ヘルスボランティア、食生活

改善推進員、母子保健推進
員、メンタルヘルスサポー
ター

・スポーツ推進委員、公認ス
ポーツ指導者など

○自主活動や身近できめ細やかな健康情報の地域住民への提供などを通じ、地域
の健康づくりを推進します。

○地域の関連団体と連携を図りながら、健康づくりの輪が広がるように活動を推
進します。

保育所・幼稚園 ○家庭をはじめ、地域の健康づくり関連機関等と連携し、乳幼児や親子などを対
象とした望ましい生活習慣づくりを推進します。

学校

○児童・生徒が生涯を通じて自分の健康を自分で管理、改善していくための資質
や能力を育てるため、発達段階に応じた健康な生活習慣形成のための教育を実
施します。

○学校保健委員会の充実や「健康づくりノート（とやまゲンキッズ作戦）」の活
用を通して、家庭や地域との連携を図ります。

○喫煙や飲酒、薬物等に対する正しい理解を促進するための健康教育を実施しま
す。

職場・企業

○健康被害を及ぼさない労働環境を整備します。
○受動喫煙防止措置等の快適な職場環境づくりを推進します。
○被用者に対するこころと身体の健康づくりの取り組みを推進します。
○保険者、産業医、健診機関、産業保健推進センター、地域産業保健センター等、

関係機関と連携し、市町村や厚生センター、保健所など地域の健康相談実施機
関も活用して、従業員の適切な健康管理を実施します。

医療保険者 ○被保険者やその扶養者に対し、特定健康診査・特定保健指導の実施や健康の保
持・増進、疾病予防のための取り組みを充実します。

計画の推進における役割分担
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取組主体 役割内容

健康関連団体
・医師会、歯科医師会、薬剤師

会、看護協会、栄養士会など
・スポーツ団体や、レクレー

ション協会など

○それぞれの専門性を生かした活動を通じ、県民の健康づくりを支援します。
○生活習慣病の重症化予防などのための関係機関との連携をさらに推進します。
○県民の体力の維持向上や余暇活動の推進を図ります。

医療関係機関

○疾病の重症化予防のため、かかりつけ医と専門医療機関や各関係機関との連携
を推進します。

○きめ細やかな患者指導を実践します。
○地域や学校、職域における健康づくりや保健活動を推進します。

マスメディア ○健康に関する科学的根拠に基づいた正しい知識の伝達や健康づくりの普及啓発
が期待されます。

市町村

○住民の健康課題や地域特性を明らかにするとともに、国の「健康日本21」や
県の健康増進計画を踏まえ、市町村健康増進計画を策定し、効果的な健康づく
り事業を推進します。

○健康に関する住民への正しい知識の普及や、地域活動への支援により、住民の
健康づくりを推進します。

○学校、ボランティア、関係団体等と連携を図り、地域における住民の健康づく
りを推進するとともに、住民同士が支え合うような地域づくりを促進します。

○職域と連携し、在職中の健康診断データの有効活用など、住民の健康管理が継
続して行えるように努めます。

○保健師、管理栄養士など健康づくりに関する専門知識や技術を持つ指導者の養
成・確保に努めます。

県

○市町村、学校、関係団体等と連携し、県民一人ひとりが健康づくりに取り組む
ための支援・環境整備を行います。

○地域における健康関連情報の収集・分析を行うとともに、施策の企画・調整を
はじめ、計画の指標や目安とした健康指標の把握を行い、効果的な健康づくり
の推進に努めます。

○厚生センターは、管轄する市町村の健康づくりが円滑に実施されるよう、健康
関連情報の収集・提供や地域の健康課題を明らかにするための調査研究を行う
とともに、市町村における健康づくり事業に対して専門的・技術的支援を行い
ます。

○衛生研究所は、その専門性を活かした調査研究を推進します。
○保健師、管理栄養士など健康づくりに関する専門知識や技術を持つ指導者の養

成・確保に努めます。
○健康づくりの関係者を対象に、研修会の開催や技術指導を行い資質の向上に努

めます。
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１　楽しく、おいしく、よく噛んで食べましょう

２　塩分の摂取を少なくしましょう

３　身体をよく動かしましょう

４　十分な休養と睡眠をとり、上手にストレスを解消しましょう

５　たばこを吸わないようにしましょう

６　お酒はほどほどにしましょう

７　自分で健康チェックし、年1回は健康診断を受けましょう

８　小さいときから健康的な生活習慣を身につけましょう

９　若いときには特に欠食、無理なダイエットはやめましょう

10　高齢者は適度に身体を動かし、積極的に社会参加しましょう

～　元気とやまの健康づくり10か条　～

ライフステージごとの健康づくり

　本計画の基本目標である「健康寿命の延伸」を実現するためには県民一人ひとりの健康づくりに対

する取組みが不可欠です。

　そこで、県民が健康づくりを実践するために日常生活で心がけるべき点を「県民行動指針」として

まとめました。指針では、人生を乳幼児期から高齢期までの６つのライフステージに分け、各ライフ

ステージごとに重要なものを示しています。中でも特に注意すべき事項をライフステージに共通した

健康づくりとして10か条にまとめました。

　この指針の内容を県民が実践し、地域で支えることが健康づくりの実践には重要です。

【各ライフステージの分け方】

乳児期 学童期 思春期 青年期 壮年期 高齢期

0歳　　 　　　6                    12                   18                   35    40           65   75

県民行動指針「アクションプランとやま」
第１章
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１　乳幼児期

　乳幼児期は身体やこころの基礎的な機能が整い、生活習慣の基礎が確立する大切な時期です。心身

の発達や習慣の形成について保護者からの影響が一番大きく、家庭において、健康に関する習慣を身

につけるための家庭教育が重要となります。

　　目標１　健康的な生活習慣を身につける子どもを増やしましょう

　　目標２　母乳育児の推進をはじめ、親子のふれあいを深め、

　　　　　　子どもの心と身体を育てましょう

２　学童期

　学童期は、身体もこころも成長し、生活習慣が固まる時期です。社会参加への準備や生活習慣が確

立する上で重要な時期であり、健康づくりについて、学校と家庭・地域が連携し推進していくことが

重要となります。

　　目標１　早寝早起きし、健康的な生活習慣、食生活を身につけましょう

　　目標２　テレビゲームは時間を決めて行うなど、十分身体を動かしましょう

（※１）ジャンクフードとは、エネルギーは高いが栄養価が低く、添加物の多い食品をいう。
（※２）シーラントとは、奥歯の溝に歯垢が溜まらないように人工的に合成樹脂で埋める方法をいう。

○できるだけ母乳で育てましょう（母乳をあげることができない場合は、しっかり視線を合わせて
やさしく声をかけながら授乳しましょう）。

○いろいろな味を知り、好き嫌いなく何でも食べるようにしましょう。
○決まった時間に食事や間食を摂りましょう。
○決まった時間に眠る習慣をつけさせましょう。特に、子どもが必要な睡眠時間をとれるよう気を

つけましょう。
○身体を動かす楽しさや自然とのふれあい体験を増やしましょう。
○一緒に遊ぶなど、親子のふれあいを深めましょう。
○疾病の早期発見や健やかな成長・発達を促すために、健康診査を受けましょう。
○フッ素の利用（歯面塗布、歯磨剤等）で乳歯のむし歯を予防しましょう。

○ジャンクフード（※１）やスナック菓子、ジュース類の摂りすぎに注意しましょう。
○好き嫌いせず何でもよく噛んで食べましょう。
○テレビゲームは時間を決めて行い、元気に身体を動かして遊びましょう。
○学校や地域での生活を通して、社会生活のルールを身につけましょう。
○フッ素やシーラント（※２）の利用で永久歯のむし歯を予防しましょう。
○歯ぐきの自己チェックで、歯周病を予防しましょう。
○スポーツ少年団や地域のスポーツクラブの活動に積極的に参加しましょう。
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３　思春期

　思春期は、身体的な機能が完成し、精神的にも自己が確立するなど、子どもから大人へ移行する時

期です。この時期は、心身ともにバランスを崩しやすく、その改善のための取組みや、家庭・地域で

の見守りがより一層重要となります。

　　目標１　悩みごとを相談できる人を身近に持つようにしましょう

　　目標２　健康への関心を持ち、自分の身体を大切にできる人になりましょう

　　目標３　喫煙・飲酒は絶対にやめましょう

４　青年期

　青年期は社会人として独立する時期であり、ライフスタイルが確立する時期ですが、健康意識は低

くなりがちで、生活習慣が乱れやすく、この時期の過ごし方が将来の生活習慣病など疾病の発生に影

響します。自分らしい生活スタイルの確立が求められる時期です。

　　目標１　たばこは吸わないようにしましょう

　　目標２　積極的休養を実践し、ストレスと上手に付き合いましょう

　　目標３　女性のやせすぎに注意しましょう

　　目標４　健康管理に努め、早産や低体重児出生等のリスクを減らしましょう

○欠食や食べすぎをせず、無理なダイエットはやめましょう。
○牛乳、乳製品などカルシウムを多く含む食品や野菜を十分摂りましょう。
○身体の動きやトレーニングの効果を学習し、積極的に身体を鍛えましょう。
○悩みごとは早めに相談しましょう。
○飲酒、喫煙、薬物乱用は、絶対にやめましょう。
○歯ぐきの自己チェックで、歯周病を予防しましょう。
○生命と心身の健康の大切さ、性についての正しい知識を身につけましょう。
○コンドームの使い方や性感染症を正しく理解し、性感染症を予防しましょう。

○欠食や食べすぎをせず、無理なダイエットはやめましょう。
○栄養成分表示を利用し、質・量ともバランスのとれた食事に気をくばりましょう。
○栄養成分表示を見て、食品や外食を選ぶ習慣を身につけましょう。
○貧血に気をつけましょう。
○運動やスポーツを楽しむ時間を作り、生涯にわたりスポーツ、レクリエーションに親しむ習慣を

つけましょう。
○人との出会いを通じて多様な考え方があることを理解しましょう。
○タバコは吸わないようにしましょう。特に妊娠中の女性は禁煙しましょう。
○お酒を飲み過ぎないようにしましょう。
○定期的に健康診断やがん検診を受診し、生活習慣病の予防に努めましょう。
○定期的に歯科検診を受け、歯科疾患の予防に努めましょう。
○コンドームの使い方や性感染症を正しく理解し、性感染症を予防しましょう。
○育児休業をとりましょう。
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５　壮年期

　壮年期は働き盛りとして、また、子育てなど家庭内でも大きな役割を担い極めて活動的な時期であ

る一方で、身体の無理も利くことから不摂生をしがちです。ストレスがたまりやすく身体機能が徐々

に低下していく時期でもあり、生活習慣病などの疾病が起こりやすくなります。また、高齢期への準

備として重要な時期であり、健康面を配慮した生活設計を立てていく必要があります。

　　目標１　健康診断を年1回きちんと受け、自分の健康状態をコントロールしましょう

　　目標２　たばこを吸わないようにしましょう

　　目標３　休息や余暇の楽しみを見つけ、必要に応じて専門家へ相談するなど、ストレスに上手に

　　　　　　対処しましょう

　　目標４　歯周病を予防しましょう

６　高齢期

　人生の完成期であり、豊かな収穫を得る時期である一方、老化による不活発な生活が原因で介護が

必要になったり、生活習慣病などの健康問題が大きくなります。

　この時期は、高齢を理由に活動を制限せず、社会との交流や役割を積極的に持つなど、生活の質を

維持していくことが重要です。

　なお、高齢期の目標は、個人差による活動量等の差に十分留意する必要があります。

　　目標１　生きがいを持ち、自分のできる範囲で積極的に社会参加しましょう

　　目標２　無理のない身体活動・運動を続けましょう

　　目標３　健診を年1回受診するとともに、適切な治療に努めましょう

　　目標４　80歳で20本以上自分の歯を残すように努めましょう

○よく噛んで腹8分目で、ゆっくり食事を楽しみましょう。
○夜遅くの食事は控えめにしましょう。
○動物性脂肪を控えめにして、野菜をたっぷり食べましょう。
○自分の体力に合わせた運動やスポーツを実践しましょう。
○年次有給休暇を積極的にとりましょう。
○十分な睡眠と積極的休養をとりましょう。
○たばこは吸わないようにしましょう。
○お酒は飲み過ぎないようにしましょう。
○定期的に健康診断やがん検診を受診し、生活習慣病の予防に努めましょう。
○歯間清掃器具の使用や、定期的な歯石除去により歯周病を予防しましょう。
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ゆとりっち体操（認知症予防アクティビティ体操）

○名前の由来
　ゆっくり行う＋ Rich（リッチ）な豊な心をもって行う

○平成13年度に認知症の発症予防と進行防止の観点から開発しました。 体操普及用ＤＶＤが、県
内の関係機関に配布してありますので、地域の介護予防教室や健康づくり教室などで活用してく
ださい。

○仕事や趣味、ボランティア活動などを通して、積極的に社会参加しましょう。
○バランスのよい食事を心がけ、調理を工夫するなど、低栄養を防ぎましょう。
○散歩、ウォーキングなど年齢や体力に応じた無理のない身体活動・運動を続け、ロコモティブシ

ンドロームを予防しましょう。
○健康診断を受け、適切な治療を継続しましょう。また、必要に応じ、地域の健康相談窓口を利用

するなど、自分の健康をコントロールしましょう。
○自分の健康状態や日常生活動作の状況により各種サービスを利用して、自分の健康状態に応じた

生活を送りましょう。
○冬期の風呂場（脱衣室）やトイレは暖かくするとともに、転倒の危険性がないか点検しましょう。
○自分の歯や入れ歯の手入れを励行し、口の中の清潔、かむ機能の保持に努めましょう。
○転倒予防のため、段差解消など生活環境の改善を図りましょう。
○水分をこまめに補給しましょう。
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１　計画の策定経緯

２　富山県健康づくり県民会議

１　富山県健康づくり県民会議設置要綱
（目　的）

第１条　平均寿命の延長、少子高齢化、生活習慣病の増加など健康づくりを取り巻く状況の変化を踏

まえ、家庭、地域、学校、企業、団体、行政等が一体となって、生涯にわたる健康づくりを総合的

に推進するため、富山県健康づくり県民会議（以下「県民会議」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条　県民会議は、次の事務を所掌する。

　（１）健康づくりに関しての調査研究及び提言に関すること。

　（２）県民健康づくりプランに関すること。

　（３）健康づくり運動に係る意識啓発に関すること。

　（４）健康づくり政策及び事業に係る関係機関相互の連絡連携に関すること。

　（５）その他県民総ぐるみの健康づくり運動の推進に必要な事項に関すること。

（組　織）

第３条　県民会議は、30人以内の委員をもって組織する。

２　委員は、学識経験を有する者、関係団体の役員、関係行政機関の者及び県職員のうちから知事が

委嘱し、又は任命する。

年月日 内　　　　　　　　容

平成24年　5月7日 第１回富山県健康づくり県民会議
　・現行計画の最終評価、課題整理　等

7月5日 富山県健康づくり県民会議専門委員会①
　・計画の構成案、指標項目案　等

10月9日 富山県健康づくり県民会議専門委員会②
　・計画の素案、指標目標案　等

11月19日 富山県健康づくり県民会議専門委員会③
　・計画原案　等

12月19日 第２回富山県健康づくり県民会議
　・中間報告案を審議

平成25年 2月20日 パブリックコメントの実施（～3月12日）
市町村への意見照会

2月27日 富山県健康づくり県民会議保健事業検討部会
　・地域・職域代表者と意見交換

3月28日 第３回富山県健康づくり県民会議
　・計画（案）の審議

付属資料
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（任　期）

第４条　委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

２　委員は、再任されることを妨げない。

（会　長）

第５条　県民会議に会長を置く。

２　会長は、委員の互選により定める。

３　会長は、県民会議を代表し、会務を総理する。

４　会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理す

る。

（会　議）

第６条  県民会議は、会長が招集する。

２　県民会議の議長は、会長をもって充てる。

３　県民会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

（部会・専門委員会）

第７条　県民会議に部会及び専門委員会を置く。

２　部会は、健康づくりの特定分野について調査、審議する。

３　専門委員会は、会長や部会長の求めに応じ専門事項を調査、審議する。

（顧　問）

第８条　県民会議に顧問を置くことができる。

２　顧問は、知事が委嘱する。

３　顧問は、県民会議に出席して意見を述べることができる。

（幹事）

第９条　県民会議に幹事を置く。

２　幹事は、県職員のうちから知事が任命する。

３　幹事は、県民会議の所掌事務について、委員を補佐する。

（庶務）

第１０条　県民会議の庶務は、厚生部健康課において処理する。

（雑則）　

第１１条　この要綱に定めるもののほか、県民会議の運営に関し必要な事項は会　長が別に定める。

　附則

１　この要綱は、平成13年８月21日から施行する。

２　富山県民健康づくり推進協議会設置要綱は、廃止する。
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２　富山県健康づくり県民会議委員

委　　員　　名 役　　　　　職

青 山 　 　 芳 枝 富山県婦人会　理事

安 東 　 　 　 誠 富山県労働者福祉事業協会　専務理事

伊 東 　 　 尚 志 富山県町村会　会長

井 上 　 　 　 博 富山大学附属病院　院長

小 野 寺　 孝 一 富山大学　教授

鏡 森 　 　 定 信 富山産業保健推進センター　所長 会長

笠 島 　 　 　 眞 富山県医師会　副会長 副会長

加 須 栄 教 子 富山県老人クラブ連合会　副会長

片 貝 　 　 仁 子 富山県生涯ｽﾎﾟｰﾂ協議会　常任理事

小 柴 香 代 子 富山県体育指導委員協議会　副会長

小 島 　 　 伸 也 富山県社会福祉協議会　副会長

桜 井 　 　 森 夫 富山県市長会　代表

鈴 木 　 　 道 雄 富山県精神科医会　副会長

高 尾 　 　 直 行 富山県自治会連合会　会長

田 岸 　 　 昌 治 （社）日本青年会議所　富山ブロック協議会　前会長

辻 　 　 　 明 美 富山県小・中学校教頭会　理事

西 尾 　 　 公 秀 富山県薬剤師会　副会長

西 田 　 　 秀 子 富山県栄養士会　会長

布 村 　 　 久 幸 公募委員

細 川 美 代 子 公募委員

三 谷 　 　 順 子 富山県看護協会　会長

三 鍋 　 　 光 昭 富山県労働基準協会　会長

宮 岸 裕 美 子 富山県食生活改善推進連絡協議会　会長

安 田 　 　 　 篤 富山県歯科医師会　副会長

藪 　 　 　 道 子 富山県ＰＴＡ連合会　副会長

和 田 　 　 麗 子 富山県母親クラブ連合会　会長

（五十音順、敬称略）
平成25年3月現在
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３　富山県健康づくり県民会議専門委員会

１　富山県健康づくり県民会議専門委員会要領

趣　旨
第１条　この要領は、富山県健康づくり県民会議設置要綱第７条に基づき、富山県健康づくり県民会
議専門委員会（以下「専門委員会」という。）の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

専門委員会の所掌事務
第２条　専門委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

（１）県民健康づくりに関するプランの策定に関すること。
（２）県民健康づくりに関するプランの進行管理、評価に関すること。
（３）その他健康づくりに関する必要な事項に関すること。

組　織
第３条　専門委員会は、富山県健康づくり県民会議等の委員及び有識者をもって組織する。

（１）専門委員会の委員は、知事が委嘱し、又は命ずる。

委員長
第４条　専門委員会に委員長を置く。
２　委員長は、専門委員会委員の互選により、選出する。
３　委員長は、専門委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

会　議
第５条  委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。

任　期
第６条　委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。委員は、
再任を妨げない。

報　告
第７条　委員長は、専門委員会で協議した事項について、県民会議へ報告するものとする。

庶　務
第８条　専門委員会の庶務は、富山県厚生部健康課で所掌する。

細　則
第９条　この要領に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

附　則
この要領は、平成13年８月21日から施行する。 付
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２　富山県健康づくり県民会議専門委員会委員

委　　員　　名 役　　　　　職

五 十 嵐 恵 美 子 富山県学校養護教諭会　会長

稲 寺 　 　 秀 邦 富山大学　教授

小 野 寺　 孝 一 富山大学　教授

鏡 森 　 　 定 信 富山産業保健推進センター　所長 委員長

數 川 　 　 　 悟 富山県心の健康センター　所長

黒 澤 　 　 　 豊 富山県厚生センター ･ 支所長会　代表

西 田 　 　 秀 子 富山県栄養士会　会長

練 合 　 　 正 子 市町村保健師研究連絡協議会　会長

三 谷 　 　 順 子 富山県看護協会　会長

渡 辺 　 　 　 徹 全国健康保険協会富山支部　企画総務部長

（五十音順、敬称略）
平成25年3月現在
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富山県健康増進計画（第２次）
　平成25年４月

富山県厚生部健康課
〒930－8501　富山市新総曲輪１番７号

TEL 076－444－3222
FAX 076－444－3496
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